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はじめに 

 

本市教育委員会では、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間を計

画期間とする「門真市教育振興基本計画 2021」を策定し、計画に基づく教育施策や活

動を進めてきました。 

近年は、人口減少や少子高齢化の一層の進行に加え、グローバル化・国際化の進展、

急速な情報技術の進展など、教育を取り巻く社会の状況は大きく変化しております。こ

のように社会の変化が加速度を増し、将来の予測が困難な時代において、子どもたち自

身が豊かな人生を自ら切り拓き、持続可能な社会の創り手となるよう、「一人ひとりの

良さや可能性を引き出し、最大限伸ばす教育」「子どもたちの多様性に応じ、誰一人取

り残さない教育」を推し進めていくため、このたび令和８(2026）年度からを計画期間

とする「門真市教育振興基本計画 2026」を策定することといたしました。 

この計画では、国の教育振興基本計画が示す「持続可能な社会の創り手の育成」や

「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」も意識しながら、義務教育の９年間を

通じて縦のつながり、横のつながり、将来の自分とのつながりという３つのつながりを

軸に子どもたち一人ひとりの自立をめざした教育を実践していくこととしています。

人とのつながりや他者との協働の中でまなびや経験を積み重ね、自分の生き方を見つ

ける教育を進めてまいります。 

最後に、本計画を策定するにあたってご協力いただいた門真市教育振興基本計画策

定委員会をはじめ、パブリックコメントを通じて貴重なご意見をお寄せいただいた市

民のみなさまに深く感謝申し上げます。未来を切り拓くのは子どもたちであり、門真市

の未来を創造するための原動力となります。子ども一人ひとりを大切に育み、門真のめ

ざす教育の実現をめざして取り組んでまいりますのでみなさまのご理解、ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 令和８年３月 

 

門真市教育委員会教育長  八木下 理香子
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第１章 

計画の策定にあたって 

 

１ 策定の趣旨 

門真市教育委員会では、子どもたちや教育を取り巻く環境の変動に対応した教育を総合的・

計画的に推進していくため、教育基本法第17条第２項に基づく本市における教育振興のための

基本的な計画として、令和３（2021）年度からの５年間を計画期間とする「門真市教育振興基

本計画2021」を策定し、様々な教育施策を実施してきました。 

 

近年の社会状況や教育を取り巻く環境は日々変化しています。 

経済のグローバル化による国際競争の激化やＡＩ・ロボットなど先端技術の進展、気候変動、

エネルギー問題といった我が国を取り巻く環境は大きな変革期にあり、経済発展と社会的課題

の解決に向け、イノベーションの創出など新たな価値の創造が求められています。 

また、急激な人口減少と少子化に伴う児童生徒数の急激な減少、ネットワーク社会及びグロ

ーバル化などは、教育活動にも大きな影響を及ぼすとともに、学校教育における諸課題は多様

化・複雑化が進んでおり、迅速かつ的確な対応と取組が必要となっています。 

 

このような中、国においては令和５（2023）年６月に第４期教育振興基本計画が閣議決定さ

れ、予測困難な時代においても持続可能な社会の創り手を育成することや身体的・精神的・社

会的に良好であり、全体としての幸福が持続している状態である「ウェルビーイング（Well-

being）」を向上していくという方針が明記されました。 

 

本市においても、このような社会全体が変化することに伴って生じた、新たな教育な視点や

教育課題について対応を図るため、国及び大阪府の教育振興基本計画に定められた基本的な方

向性を踏まえながら、門真市教育振興基本計画の見直しを行います。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）計画の法的位置づけ 

本計画は、教育基本法第17条第２項に基づく本市における「地方公共団体における教育

の振興のための基本的な計画」として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関連計画との関係 

 

 

  

【参照】 教育基本法第 17条 

（教育振興基本計画） 

１ 略 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない 

門真市教育振興 
基本計画 

門真市生涯 

学習推進基本計画 

○ 

国 

○ 

大
阪
府 

大
阪
府
教
育
振
興
基
本
計
画 

教
育
振
興
基
本
計
画 

【
参
酌
】 

【連携】 

【連携】 

門真市 

子ども・子育て 

支援事業計画 

門真市第２期 

教育大綱 

～子どもを真ん中に 

地域みんながつながる 

門真の学び～ 

門真市障がい者計画 

門真市障がい福祉計画 

門真市健康増進計画・

食育計画 

門真市第６次総合計画 

～人情味あふれる！笑いのたえないまち門真～  

【連携】 



第１章 計画の策定にあたって 

 
3 

 

３ 計画期間 

計画期間は、令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とします。なお、

社会情勢の変化など、教育を取り巻く状況が大きく変化した場合には、計画期間中におい

ても必要な見直しを行うものとします。 

 

 

期間（年度） 

令和７ 令和８ 令和９ 令和 10 令和 11 令和 12 令和 13 令和 14 令和 15 令和 16 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

第
６
次
総
合
計
画 

          

第
２
期
教
育
大
綱 

          

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画 

          

障
が
い
者
計
画 

          

障
が
い
福
祉 

計
画 

          

健
康
増
進
計
画
・ 

食
育
推
進
計
画 

          

教
育
振
興 

基
本
計
画 

（
本
計
画
） 

          

※門真市生涯学習推進基本計画については令和５年度をもって計画満了であるが、当初の計画期間から当面

の間延長しています。  

年度 

本市の 

関連計画 
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４ 策定体制 

計画期間は、令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とします。なお、

社会情勢の変化など、教育を取り巻く状況が大きく変化した場合には、計画期間中におい

ても必要な見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位計画・ 
関連計画 
との整理 

現状の整理 
現計画の評価 

（毎年度の点検・ 
評価結果を活用） 

② 計画素案の決定 

③ 計画案の決定 
（パブリックコメント結果の審議） 

計画の決定【教育委員会】 

門
真
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定
委
員
会
【
審
議
会
】 

門
真
市
教
育
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
検
討
【
庁
内
】 

パブリックコメント 

① 計画の骨子の決定 
（基本理念・基本目標など） 
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第２章 

門真市の教育を取り巻く状況 
 

１ 社会全体における教育を取り巻く課題 

（１）「ＶＵＣＡ（ブーカ）」の時代 

現代社会は、変化が激しく先を見通すことが難しい「ＶＵＣＡ（変動性・不確実性・複

雑性・曖昧性）の時代」と言われてきました。さらに近年は、社会や個人の脆弱性や不安、

予測不能な出来事の連鎖を強調する「ＢＡＮＩ（脆弱・不安・非線形、・不可解）」という

言葉でも語られるようになっています。こうした環境のもとで子どもたちが未来を切り拓

くためには、知識の習得にとどまらず、変化にしなやかに対応し、新しい価値を創造する

力を育む教育が求められています。 

 

（２）教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の進展 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、社会全体のデジタルトランスフォーメー

ションが加速しました。小・中学校においてもＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末

が整備され、学校のＩＣＴ環境は飛躍的に進展しました。 

このことは教育現場に大きな変革をもたらし、学びのツールや情報活用能力育成のみな

らず、校務のデジタル化、教育データの標準化・利活用やビッグデータを利用した学習状

況の分析など、新たな教育方法の普及に寄与しています。今後教育の分野において、ＩＣ

Ｔの活用が、特別なことではなく日常のものとなり、デジタル化をさらに推進していくこ

とが不可欠となっています。 

一方で、このような取組は、データの適正な取扱いやセキュリティ対策も必要になりま

す。また、地域や学校間における格差や、新技術への対応力の向上も課題となっています。 
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（３）ウェルビーイング（Well-being）への関心の高まり 

「ウェルビーイング（Well-being）」は、精神、社会、経済、環境などさまざまな側面が

調和していることで、個人と社会がともに充実し、幸福な生活を実現することをめざす理

念です。個人の健康や幸福、そして社会全体の持続可能な発展を促進するため、多角的か

つ統合的な取組を重視する現代の考え方として認識されています。 

誰一人取り残されず、ウェルビーイングを向上するためには、日常の教育活動において、

相互に多様性を認め、他者のウェルビーイングを思いやることができる学びを取り入れて

いくことが求められています。また、子どもたちのウェルビーイングの向上には、教職員

のウェルビーイングも重要です。学校が教職員のウェルビーイングの向上につながる場所

となることも大切です。 

 

（４）急速に加速するグローバル化 

環境問題やエネルギー問題、感染症、紛争など多くの地球規模の課題が生じています。

このような課題を主体的に認識し、国境を越えたグローバルな視点で課題解決に貢献でき

る人材の育成が必要となっています。 

グローバルな人材の育成には異なる文化や価値観の理解と尊重が重要です。そのために

は、日本人の海外留学や外国人留学生の受け入れの促進、多文化共生に関する交流活動の

推進など、日々の学習の中で国際感覚を育む機会を増やし、グローバルに活躍できる人材

を育てる環境整備が求められています。 

 

（５）共生社会の実現に向けて 

近年、いじめや不登校件数、自殺者数の増加、加えて、家庭環境における経済的困難や

児童虐待、ヤングケアラーなど、子どもを取り巻く課題は多様化・複雑化しています。 

また、社会の多様化が進む中、障がいの有無や年齢、文化的・言語的背景、家庭環境な

どにかかわらず、相互に多様性を認め、誰一人取り残されることなく、誰もが豊かな人生

を送ることができる共生社会の実現に向けた教育の推進が求められています。 

 

（６）地域コミュニティや家庭環境の多様化 

現代社会では、少子高齢化や人口減少、地方の過疎化が進み、地域コミュニティや家庭

環境の多様化が進んでいます。また、共働き世帯の増加やひとり親世帯の増加、核家族化、

加えて地域とのつながりの希薄化などにより、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し

ています。多様な状況に応じたサポートや連携を図ることがこれまで以上に求められてお

り、すべての子どもが安心して育ち、学べる社会の実現が重要となっています。 
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（７）ＳＤＧｓとＥＳＤの推進 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、いかなる人も取

り残すことなく、環境・社会・経済が持続可能なより良い社会の実現をめざす、国際的に

共有される目標です。 

また、ＥＳＤ（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教

育）は、国連第74回総会において、ＳＤＧｓの全17目標の実現に寄与する取組であること

が確認されました。ＥＳＤは社会や経済の課題にも焦点を当て、持続可能な未来を築くた

めの問題解決能力の育成、クリティカルシンキング、協働による学びが重要視され、個々

の意識改革を促すことを目的としています。 

このように、ＥＳＤはＳＤＧｓを実現するための教育的アプローチとして、今後も推進

していくことが重要とされています。 
 

（８）特別な配慮を要する子どもの状況に適したサポート 

近年、子どもたちを取り巻く社会環境の多様化により、特別な配慮が必要な子どもへの

支援が一層重要となっています。外国にルーツのある子ども、不登校や経済的困難を抱え

る家庭の子どもなど、その背景やニーズはさまざまです。また、令和５年に施行された「こ

ども基本法」では、すべての子どもが自分らしく幸せに成長できる社会の実現が掲げられ

ています。こうした状況を踏まえ、学校、家庭、地域社会が連携し、一人ひとりが大切に

される場の実現が求められています。 

 

（９）インクルーシブ教育の推進 

近年、国連の「障害者権利条約」の批准や「障害者差別解消法」等の国内法の整備によ

り、障がいのある子どもを含むすべての子どもたちが、ともに学び、ともに育つ「インク

ルーシブ教育」の考え方が広がっています。これは、個々の多様なニーズを尊重し、それ

ぞれの子どもが持つ可能性を最大限に引き出すことを目的としています。 

学校教育においては、「障害者権利条約」に掲げられたインクルーシブ教育システムの構

築を実現するため、子ども一人ひとりの教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき

る、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であり、小・中学校等における通常の学級、

通級による指導、支援学級や支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意

することが必要とされています。 
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２ 国の動向 

第４期教育振興基本計画が令和５（2023）年６月に閣議決定され、「2040年以降の社会を

見据えた持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向

上」の２つのコンセプトが掲げられました。 

ウェルビーイングに関しては、自己肯定感や自己実現といった獲得的な要素と、人との

つながりや利他性、社会貢献意識などの協調的な要素を調和的・一体的に育むことで、日

本社会に根差した「調和と協調」に基づくウェルビーイングを、教育を通じて向上させる

ことが重要であると示されました。また、子どものウェルビーイングを高めるためには、

教師をはじめとする学校全体のウェルビーイングも重要であることが示されました。 

加えて、一人ひとりのウェルビーイングの向上を実現するためには、将来にわたってこ

の社会を持続的に発展させていく必要があります。そのためには多様な他者と協力しなが

ら、社会の創り手として貢献できる人材育成の必要性も述べられました。 

 

 

３ 府の動向 

大阪府においては、令和５（2023）年３月に第２次大阪府教育振興基本計画が策定され

ました。 

この中で、時代を超えて子どもたちが大阪の良さを継承し、将来を生き抜く力を身につ

けられるよう、大阪の教育が育む人物像として、「人生を自ら切り拓いていく人」・「認め合

い、尊重し協働していく人」・「世界や地域とつながり社会に貢献していく人」の３つが掲

げられました。 

このような人物像を育成するにあたり、幼稚園等から高校までの子どもたちへの教育内

容に関する３つの基本方針と様々な主体・要素ごとに定める４つの基本方針が設定され、

基本方針に基づく多彩で柔軟な特色、魅力ある教育を提供できる施策等が明示されていま

す。 
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４ 門真市の取組 

（１）門真市教育振興基本計画の推進 

門真市教育委員会においては、令和３（2021）年２月に「門真市教育振興基本計画2021」

を策定し、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度を計画期間として様々な取組を進

めてきました。 

 

施策の方向 ５年間（令和３年度から令和７年度）の取組  

【施策の方向１】 

  確かな学力の育成 

 

・「市主催先進校視察」の実施 

・「門真市版授業づくりベーシック」の推進 

・「教育フォーラム」の実施 

・軽井沢風越学園との連携 

・「小中一貫教育推進プラン」の策定 

【施策の方向２】  

  すべての子どもへの学習の支援 

 

・不登校対策学生フレンド派遣 

・教育支援ルーム「かがやき」の開室時間の増加 

・就学相談説明会及び個別相談会を開始 

・通級指導教室の全校配置 

・新型コロナウイルス感染症対策の徹底 

【施策の方向３】  

  豊かでたくましい人間性の育み 

 

・「門真市キャリア教育指針」の策定 

・自立支援通訳の配置 

・「日本語指導が必要な児童生徒の指導・支援 

 ハンドブック」を作成 

・市立図書館と連携した絵本のひろばの開催 

【施策の方向４】  

  健やかな体を育てる教育の推進 

 

・学校給食費の無償化・公会計化 

・大阪府ネット対応アドバイザー等による講演を 

全校実施 

・「食に関する指導全体計画」を全校作成 

【施策の方向５】  

  教職員の子どもとの関わりの充実 

 

・門真市ハラスメント防止指針の改定 

・不祥事防止研修についてケーススタディ方式に改善 

・管理職研修の実施 

【施策の方向６】 

  学校の組織力向上と開かれた学校づくり 

 

・学校運営協議会の全校設置 

・学校サポートスタッフの全校配置 

・部活動指導員の配置・部活動地域移行の推進 

・校務支援システム他、校務 DX 支援ツールの導入 

【施策の方向７】 

  安全・安心・快適な学びの場づくり 

 

・カウンセラー、SSW の拡充 

・スクールアドバイザーによる教育相談 

・教室等空調設備の一斉更新 

・子ども見守りサービス「otta」の導入 
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５ 門真市の状況 

（１）人口の推移と将来推計 

人口は毎年減少しており、今後についても人口減が見込まれています。令和12(2030)年

には106,809人となり、令和27(2045)年には85,731人となることが予想されています。 

 

人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績値 住民基本台帳（各年４月１日現在） 

推計値 国立社会保障・人口問題研究所 

  

121,321 120,247 118,742 117,585 116,836 115,739 
106,809 

99,559 
92,474 

85,731 

0

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

90,000

105,000

120,000

135,000

令和

２年
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３年

令和

４年

令和

５年
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６年
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７年
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12年

令和

17年

令和

22年

令和

27年

（人） 推計値 
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（２）児童生徒数の推移と将来推計 

児童生徒数の推移については、人口の推移同様、年々減少していく傾向となっており、

令和12(2030)年度には、5,251人となることが見込まれています。 

 

児童生徒数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績値 門真市統計書（各年５月１日現在） 

推計値 門真市教育委員会資料 

 

 

（３）外国籍児童・生徒数の推移 

外国籍児童・生徒数については、近年、増加傾向となっており、令和６（2024）年度に

は、児童数112人、生徒数44人となっています。 

 

外国籍児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：門真市教育委員会資料  

7,673 7,411 7,149 6,857 6,625 6,399 6,158 5,945 5,771 5,595 5,410 5,251 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度
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５年度
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６年度

令和

７年度

令和

８年度
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９年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

（人）

児童・生徒数 児童数 生徒数

推計値 

83 86 
92 95 

112 

49 49 

37 40 44 

0

40

80
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（人）

児童数 生徒数
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（４）学級数の推移 

【小学校】 

小学校では、児童数の減少に伴い、学級数も減少傾向にあります。支援学級については、

年度ごとに増減が見られ、変化の傾向は見られません。 

学級数の推移 

単位：学級、人 

 
学級数【学級】 

（  ）内支援学級 
教員数【人】 児童数【人】 

令和２年度 228（68） 380 4,808 

令和３年度 223（69） 333 4,633 

令和４年度 225（72） 345 4,483 

令和５年度 213（63） 342 4,329 

令和６年度 215（68） 350 4,162 

令和７年度 206（67） 352 3,953 

資料：門真市統計書（各年５月１日現在） 

 

【令和７年５月１日現在】 

単位：学級 

学級数 
（通常
学級） 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 大和田   上野口 古川橋 門真 二島  水桜    
門真 
みらい 

 北巣本      四宮       

 五月田      沖       

       速見       

       東       

 

【令和 12年５月１日現在（推計値）】 

単位：学級 

学級数 
（通常
学級） 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 五月田 上野口 古川橋 大和田 沖 門真 
(統合) 
四宮・
北巣本 

速見 
水桜 

（前期） 
   

門真 
みらい 

      二島 東       

資料：門真市教育委員会資料 
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【中学校】 

中学校では、生徒数の減少に伴い、学級数も減少傾向にあります。支援学級については、

年度ごとに増減が見られ、変化の傾向は見られません。 

また、学校ごとの学級数を見ると、令和12（2030）年度にはすべての中学校において６

～９学級となることが予想されます。 

 

学級数の推移 

単位：学級、人 

 
学級数【学級】 

（  ）内支援学級 
教員数【人】 児童数【人】 

令和２年度 98（29） 203 2,603 

令和３年度 98（29） 201 2,516 

令和４年度 97（29） 205 2,374 

令和５年度 92（26） 203 2,296 

令和６年度 89（24） 203 2,237 

令和７年度 92（26） 207 2,205 

資料：門真市統計書（各年５月１日現在） 

 

【令和７年５月１日現在】 

単位：学級 

学級数 
（通常
学級） 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 

    第七 第四 第三 第二 

       第五 

       門真 
はすはな 

 

【令和 12年５月１日現在（推計値）】 

単位：学級 

学級数 
（通常
学級） 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 

 第七 
水桜 

(後期) 
第三 第二    

    第五    

    
門真 

はすはな 

  
 

資料：門真市教育委員会資料 
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（５）世帯数の推移 

世帯状況の推移をみると、「夫婦と子供から成る世帯」「その他の親族世帯」が減少傾向

にある一方で、「女親と子供から成る世帯」と「単独世帯」は増加傾向となっています。 

 

一般世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

10,778 

10,819 

10,503 

10,466 

16,476 

15,105 

13,825 

12,565 

846 

979 

952 

959 

4,792 

5,315 

5,556 

5,688 

3,772 

3,154 

2,864 

2,393 

150 

646 

558 

576 

17,958 

21,828 

21,498 

24,643 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

平成17年

平成22年

平成27年

令和２年

（世帯）

夫婦のみの世帯 夫婦と子供から成る世帯

男親と子供から成る世帯 女親と子供から成る世帯

その他の親族世帯 非親族を含む世帯

単独世帯
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（６）児童生徒の状況について 

① 学力状況＜標準化得点を活用した対全国比経年比較＞ 

小・中学校ともにどの教科も全国平均を下回ってはいますが、上昇傾向にある状況です。

小学校においては、国語と比べて算数の標準化得点が高い傾向があり、中学校においては、

令和５（2023）、６（2024）年は、数学、国語、英語の差がほとんどない傾向にあります。 

 

学力状況 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力・学習状況調査 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力・学習状況調査 
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98.2

97.3
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100.0
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国語 算数

全国 

93.3
93.6
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97.6
97.1

93.8

95.7

97.8

97.2

96.3

92.0

96.5

90.0
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100.0

令和元年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（点）

国語 数学 英語

全国 
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② 家庭での学習状況 

小・中学校ともに「全くしない」割合は増加傾向にあり、全国平均より上回っている状

況があります。 

 

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりの勉強時間 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力・学習状況調査 

  

11.0

9.2

5.9

7.5

7.9

9.1

12.5

9.7

9.7

10.9

8.9

13.4

31.1

15.6

21.3

25.6

27.0

26.8

27.0

21.9

25.9

22.9

23.7

30.1

13.0

20.0

18.6

19.0

16.1

12.2

5.3

23.4

18.7

14.1

16.4

8.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（全国）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

３時間以上 ２～３時間 １～２時間 30分～１時間

30分以下 全くしない 列3

令和６年 

令和６年 

令和５年 

令和４年 

令和３年 

令和元年 

9.2

7.3

9.0
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8.4

6.9

22.5

15.0

18.6

19.4

24.8

20.0

32.6

23.4

28.7

31.4
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18.4
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16.5
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21.8

10.4

19.4

16.0
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6.6

14.8
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（門真市）

（門真市）

（門真市）

（門真市）
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30分以下 全くしない 列3

令和６年 

令和６年 

令和５年 

令和４年 

令和３年 

令和元年 
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③ 体力・運動能力の状況 

体力・運動能力の状況については、小学校段階では上位項目（Ａ、Ｂ）が全国と差が見

られますが、中学校段階では全国との差が縮まっている状況があります。 

 

全国体力・運動能力、運動習慣調査 総合評価 

【小５ 男子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小５ 女子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国体力・運動能力、運動習慣調査結果 
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（全国）
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（門真市）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 列3

令和６年 

令和６年 

令和５年 

令和４年 

令和３年 

令和元年 

12.5

5.8

3.0

8.7

10.4

8.9

23.3

17.7

19.0

16.3

20.8

18.2

33.4

32.9

32.3

34.6

35.1

32.0

22.0

28.9

29.3

29.8

22.1

30.5

8.8

14.8

16.3

10.6

11.7

10.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（全国）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

（門真市）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 列3

令和６年 

令和６年 

令和５年 

令和４年 

令和３年 

令和元年 
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全国体力・運動能力、運動習慣調査 総合評価 

【中２ 男子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中２ 女子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国 全国体力・運動能力、運動習慣調査結果 

 

※総合評価 A,B,C,D について 

８種目の体力テスト成績を１点から 10 点に得点化し、合計得点の良い方から

A,B,C,D の５段階で評定したもの 
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11.6
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令和５年 

令和４年 

令和３年 

令和元年 
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23.4

33.1
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22.9

32.6

27.7

30.9

27.3

33.0

32.3

27.8

15.3

15.6

14.9

21.0

18.8

13.6

3.9
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4.9

1.5
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 列3

令和６年 
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令和５年 

令和４年 

令和３年 

令和元年 
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④ 不登校数の推移 

不登校に関しては、小学校に比べ中学校での件数が多くなっています。また、小・中学

校ともに増加傾向が見られます。 

 

不登校数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文部科学省の調査では「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あ

るいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあ

るために年間 30 日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたも

の」と定義しています。 

資料：門真市教育委員会資料 
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⑤ 暴力行為の推移 

暴力行為については、中学校に比べ小学校での件数が多くなっています。また、小・中

学校ともに増加傾向で推移しています。 

 

暴力行為の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文部科学省の調査では、「暴力行為」とは「自校の児童生徒が、故意に有形力（目に

見える物理的な力）を加える行為」と定義しています。（ただし、家族・同居人に対

する暴力行為は除く。） 

資料：門真市教育委員会資料  
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⑥ いじめ認知件数の推移 

いじめの認知件数につきましては、件数が増加傾向になっておりますが、法の定義に基

づいて各校において積極的にいじめ認知及び対応を行った結果であると捉えています。 

 

いじめ認知件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いじめ防止対策推進法では、「いじめ」とは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在

籍する学校に在籍している等児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う

心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含

む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」

と定義しています。 

資料：門真市教育委員会資料 
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⑦ 読書状況 

小・中学校ともに、読書を「全くしない」が１番高くなっており、全国と比較しても高

い割合となっています。 

 

学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか。 

（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く） 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年には該当する設問がありませんでした。 

資料：全国学力・学習状況調査 
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⑧ 自己肯定感※、自尊感情※について 

⑴ 夢や目標について 

「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と答えている割合は、小・中学校とも

にほぼ全国と同様であり、令和６（2024）年度の結果については、「当てはまる」の割合が

全国を上回っています。 

将来の夢や目標を持っていますか 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自己肯定感 自らの価値や存在意義を肯定する感情。 

※自尊感情 自分の存在を尊重する感情。 

資料：全国学力・学習状況調査 
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⑵ 自分のよいところについて 

「当てはまる」と答えている割合は、中学校より小学校の方が高い傾向が見られますが、

中学校については、「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の回答割合が高くな

っている傾向が見られます。また、小・中学校ともに「当てはまる」「どちらかといえば、

当てはまる」と答えている割合は、ここ数年増加しており、令和６（2024）年度の結果は

全国と比較しても差はほとんどありません。 

 

自分には、よいところがあると思いますか 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力・学習状況調査 
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（７）学校施設の状況について 

門真市内の小・中学校は、多くの学校で築50年以上が経過している状況があります。全

小・中学校において耐震補強工事は実施していますが、大規模改修を行った学校は７校と

なっています。 

学校施設の状況について 

【小学校】 

小学校名 建築年度 経過年数 
大規模改造工事 

実施年度 

門真小学校 昭和 40 年 60 年 － 

大和田小学校 昭和 40 年 60 年 － 

二島小学校 昭和 48 年 52 年 － 

四宮小学校 昭和 40 年 60 年 － 

古川橋小学校 昭和 40 年 60 年 － 

沖小学校 昭和 46 年 54 年 平成 27・28 年度 

上野口小学校 昭和 46 年 54 年 － 

速見小学校 昭和 47 年 53 年 平成９・10 年度 

北巣本小学校 昭和 49 年 51 年 － 

五月田小学校 昭和 51 年 49 年 平成 25・26 年度 

東小学校 昭和 58 年 42 年 － 

門真みらい小学校 昭和 45 年 55 年 平成 17・18 年度 

水桜小学校 昭和 51 年 49 年 平成 14・15 年度 

※令和７年度現在。 

 

【中学校】 

小学校名 建築年度 経過年数 
大規模改造工事 

実施年度 

第二中学校 昭和 39 年 61 年 － 

第三中学校 昭和 44 年 56 年 － 

第四中学校 昭和 48 年 52 年 平成 11・12 年度 

第五中学校 昭和 48 年 52 年 平成 26・27 年度 

第七中学校 昭和 53 年 47 年 － 

門真はすはな中学校 平成 24 年 13 年 － 

※令和７年度現在。 

資料：門真市教育委員会資料  
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（８）ＳＣ、ＳＳＷの配置数の推移 

専門家と連携した子どもの見守り体制を強化するという国の方針に則り、門真市でもＳ

Ｃ、ＳＳＷの配置を拡充しています。 

門真市におけるＳＣ、ＳＳＷ配置の推移は、どちらも増加しており、令和６（2024）年

度には全小・中学校へのＳＣ配置及び全中学校区へのＳＳＷ配置を実現しています。 

 

ＳＣ、ＳＳＷの配置数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＳＣには、市子ども悩み相談サポートチーム配置のカウンセラーを含む。 

※ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー） 問題行動等生徒指導上の課題に対するた

め、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児

童・生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行う社会福祉に関する専門家。 

※ＳＣ（スクールカウンセラー） いじめや不登校、暴力行為等へきめ細やかな対応を

図るため、児童・生徒の心のケア、保護者・教職員へのアドバイス等を行う心理に関

する専門家。 

※令和６年度年度の府配置ＳＣの相談件数  

児童生徒 1009 件・保護者 282 件・教職員との連携相談 3637 件 

市子ども悩み相談サポートチームのカウンセラーの相談件数 370 件 

ＳＳＷによる学校訪問件数 212 件 

 

資料：門真市教育委員会資料 
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（９）介助員及び支援教育支援員の配置人数の推移 

介助員及び支援教育支援員の配置人数の推移をみると、介助員は令和２（2020）年度以

降横ばいで推移しています。支援教育支援員は令和５（2023）年度に30人台まで増加し、

令和６（2024）年度は32人となっています。 
 

介助員及び支援教育支援員の配置人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）通級指導担当教員配置数の推移 

通級指導担当教員配置数の推移をみると、小学校、中学校ともに年々増加しています。 

 

通級指導担当教員配置数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：門真市教育委員会資料 
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資料：門真市教育委員会資料 
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第３章 

門真市の教育がめざす基本的な方向性 
 

１ これまでの議論の経過 

①門真市魅力ある教育づくり審議会における審議 

平成28(2016)年11月に、「門真市教育振興基本計画の基本理念に基づく教育のあり方に

ついて」門真市教育委員会より門真市魅力ある教育づくり審議会に対して諮問し、審議を

重ねた上で平成30(2018)年８月に答申がなされ、以下の５項目について提言がなされまし

た。 

・横のつながりや縦のつながりなど、多様な人間関係の構築をとおして主体的に学び合

える学校環境づくりについて 

・すべての子どもにとって安全で優しく、充実した学校施設のあり方について 

・いじめ防止指針の策定及び不登校問題の対策について 

・門真の子どもたちの自己実現に向けて 

・門真の子どもたちへの支援に向けて 

 

②門真市学校適正配置審議会における審議 

門真市魅力ある教育づくり審議会の答申の中で、「横のつながりや縦のつながりなど、多

様な人間関係の構築をとおして主体的に学び合える学校環境づくりについて」及び「すべ

ての子どもにとって安全で優しく、充実した学校施設のあり方について」提言がなされた

ことを受けて、門真市学校適正配置審議会において、学校の適正配置を進める前提となる

「門真のめざす教育とこれからの学校づくりの方向性について」審議がなされ、その方向

性と今後の小・中学校のあり方についての具体的な提言がなされました。 
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答申で示された「門真のめざす教育とこれからの学校づくりの方向性」について 

○ 門真のめざす教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 門真のめざすこれからの学校づくり 
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２ 計画の基本理念 

将来の予測が困難なこれからの時代を生きる子どもたちは、様々な経験の中で自ら課題

を見つけ、主体的に学び、考え、判断して行動する力や、あらゆる他者を価値のある存在

として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切

り拓いていける力をつけることが必要です。 

本計画では、国の教育振興基本計画が示す「持続可能な社会の創り手の育成」や「日本

社会に根差したウェルビーイングの向上」も意識しながら、義務教育の９年間を通じて、

縦のつながり、横のつながり、将来の自分とのつながりという３つのつながりを軸に、系

統性や継続性を持って子どもたちを育む理念をみんなが共有し、子どもたちの自立をめざ

した教育を進めます。 

※ここでの自立は他者に頼らず１人で生きていくことのみならず、多様な他者とのつなが

りや支え合いの中で、社会の一員として自分らしく生きる力を育むことを含めています。 

また、基本理念を実現するための施策体系を掲げ、それに基づく取組・事業を実施する

ことにより計画を推進します。 

 

門真市の基本理念を示すイメージ 
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３ 施策体系 

基本理念を実現するため、以下のとおり今後取り組む施策の体系を示します。 

 

 

１ 
学びを保障する

環境づくり 

１ 
個別最適な学び・協働的な学びの 
推進 

２ 探究的な学びの推進 

３ 学び続ける教職員の育成 

４ 自分の将来を描ける力の育成 

５ 
すべての子どもの人権が 
尊重される学校づくりの推進 

６ 発達支持的生徒指導の推進 

７ 
「ともに学び、ともに育つ」学校 
づくりの推進 

８ 
特別の教育課程を編成した 
指導の充実 

９ 
いじめ防止の取組と不登校児童 
生徒の支援の充実 

10 健やかな体を育てる教育の推進 

11 豊かな心を育む教育の推進 

２ 
学びを支える 

環境づくり 

１ 専門家と連携した学校体制づくり 

２ 教職員の人材育成と授業力の向上 

３ 教職員の働き方改革の推進 

４ 安全で快適な学校施設の整備 

５ 
子どもたちを事故や災害から守る
ための取組の推進 

６ 教育ＩＣＴ環境の充実 

７ 将来を見据えた新たな学校づくり 

めざす教育や３つのつながりを創るために 
施策全体で取り組む事項 

施策の方向性 基本施策 

（１）  

小中一貫教育の推進  

              

   

（２） 

地域とともにつくる 

学校教育の推進   

 

 

（３）  

令和の日本型学校教育 

の推進         
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第４章 

今後５年間に取り組む施策 
 

めざす教育や３つのつながりを創るために 

施策全体として取り組む事項 

（１） 小中一貫教育の推進  

現状と取組の方向性   

これまで、学びの連続性の確保や、子どもの心身の発達に応じた教育を提供するために、

義務教育９年間を見通した系統的・継続的な教育の実現が求められてきました。特に、小

学校から中学校への接続においては、学習内容や指導方法の急な変化、環境の違いによる

不適応などが課題とされ、これらに対して組織的に対応することが必要とされてきていま

す。そのため、義務教育９年間を見通した教育課程の編成や指導体制の構築を通じて、子

どもたちの発達に応じた切れ目のない教育を実現するためにも小中一貫教育は重要な取

組と捉えています。 

国では、平成27（2015）年に義務教育学校の設置を可能とする改正学校教育法が成立し

制度化され、すべての教職員が義務教育９年間に責任をもって教育活動を行う小中一貫教

育の取組を継続的・安定的に実施することができるよう制度的基盤が整備されました。ま

た、中央教育審議会の「令和の日本型学校教育」の答申においても「新学習指導要領の着

実な実施により義務教育の目的・目標を達成する観点から、小学校６年間、中学校３年間

と分断するのではなく、９年間を通した教育課程、指導体制、教師の養成等の在り方につ

いて一体的に検討を進める必要がある」と、小中一貫教育の意義と必要性について示され

ています。 

このような状況の中、門真市においては、平成19（2007）年に策定した「門真市小中一

貫教育推進プラン」が策定から10年以上の歳月が経過し、学習環境や社会情勢等大きく変

化していることも踏まえ、プランの見直しを行い、令和７年（2025）年に新たな「門真市

小中一貫教育推進プラン」を策定いたしました。 

このプランは、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に伸ばすため、小学校から中学

校までの９年間の学びを見通し、切れ目なく育てるための指針として作成しました。また、

令和の日本型学校教育を進めるためにも小中一貫教育は必要と考えています。 

門真市では、めざす子どもの姿や学校教育目標を全教職員で共有し、発達に応じた教育

活動を行うことで、学びのつながりを大切にします。また、多様な教育的ニーズを抱える

子どもへの対応や、就学前教育との連携も図りながら、９年間を通じて子どもたちの成長

を支えていきます。 
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（２） 地域とともにつくる学校教育の推進  

現状と取組の方向性   

現代の子どもたちを取り巻く環境は、家庭や地域の教育力の低下、価値観の多様化、地

域コミュニティの希薄化など複雑で多様な課題を抱えています。こうした中、学校だけで

子どもたちの成長を支えることには限界があり、地域と学校が連携・協働し子どもを育て

るという視点がより一層重要となってきています。 

平成27年（2015）年の中央教育審議会の答申において、これからの学校と地域のめざす

べき連携・協働の姿として、「開かれた学校」から一歩踏み出し、地域の人々と目標やビジ

ョンを共有し、地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」への転換

や、学校、家庭及び地域が相互に協力し、地域全体で学びを展開していく「子供も大人も

学び合い育ちあう教育体制」の構築、学校を核とした協働の取組を通じて、自立した地域

社会の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」の推進が提言されました。 この

ような取組を具体化していくためには、学校と地域の双方で、連携・協働を推進するため

の組織的・継続的な仕組みを構築していく必要があります。 

また、学習指導要領では「資質・能力の三つの柱」「カリキュラム・マネジメント」など

学習指導要領における重要な事項のすべての基盤となる考え方として「社会に開かれた教

育課程」を基本的な理念として掲げています。よりよい学校教育を通じてよりよい社会を

創るという目標を学校と社会が共有し、地域と連携・協働しながら、これからの社会を創

り出していく子どもたちに必要な資質・能力を育成する学校教育の実現が求められていま

す。 

門真市では、学校と地域が力を合わせて学校の運営に取り組むことができるようにする

ために「学校運営協議会」の全校設置を目標に、令和４（2022）年度より市内各校に学校

運営協議会の設置を進め、令和７（2025）年度に学校運営協議会の全校設置を完了しまし

た。 

学校運営協議会は保護者や地域住民等が学校運営に参画し、地域と学校が一体となって

特色ある学校づくりを進めることができる仕組みです。学校運営協議会を設置することで、

どのような子どもを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域住

民・保護者と共有することができ、学校との連携・協働がより推進されます。今後は学校

運営協議会の活性化を図るため、地域や保護者等に学校運営協議会の目的や魅力について

発信し、積極的に学校運営や支援に参画してもらえるような「地域とともにある学校」づ

くりをめざします。 

また、地域と連携した体験活動や探究学習を通して、今の学びが将来の生き方や社会と

のつながりに関わっていることを実感できるよう、子どもたちの学びを「教室の中」から

「社会や地域」へ広げていく取組を進めていきます。 
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（３） 令和の日本型学校教育の推進  

現状と取組の方向性   

令和３（2021）年１月に行われた中央教育審議会の答申において、「『令和の日本型学校

教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働

的な学びの実現～」が取りまとめられました。Society5.0時代の到来や先行き不透明な予

測困難な時代の中で、児童生徒が自分の良さや可能性を自覚し、多様な他者と協働し、豊

かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要

とされています。 

その実現にむけて、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることが

重要とされています。「個別最適な学び」とは、子ども一人ひとりの特性や学習進度に応じ

て、指導の仕方を工夫する「指導の個別化」と、子ども一人ひとりに応じた学習活動や学

習課題に取り組む機会を提供する「学習の個性化」の両面で支援する学びです。また、「協

働的な学び」とは、探究的な学習や体験活動等を通じ、子ども同士で、あるいは多様な他

者と協働しながら他者を尊重し、持続可能な社会の創り手となることができる資質・能力

を育成する学びです。このような学びを一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善につなげることが期待されています。 

門真市においては、令和２（2020）年度に「門真市学力向上アクションプラン」を策定

し、令和３（2021）年から令和５（2023）年の３年間、市全体でアクションプランに基づ

き「目標と指導と評価の一体化」に基づいた授業改善に取り組んできました。成果として

令和５年度の全国学力・学習状況調査では学力の向上が見られた一方で、「主体的に学びに

向かう力」や「課題を発見・解決する力」に関する課題が見られました。 

そのため、今後は「主体的に学びに向かう力」と「課題を発見・解決する力」を伸ばし

ていくために、アクションプランの取組を継承しつつ、さらなる学習指導要領の着実な実

施と定着をはかるために「学び方」について改善し、「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善・校内研修の充実を図ります。 

また、発達支持的生徒指導の推進を中心に据え、専門家と連携した「誰一人取り残さな

い」生徒指導体制を確立することで生徒指導の充実を図り、多様なニーズに応じた「個別

最適な学び」の実現に向け、将来の自立を見据えた系統的な「特別の教育課程」と、すべ

ての子どもにとって過ごしやすい環境整備を充実させることで支援教育・日本語指導の充

実を図ります。 

このように様々な取組を一体となって進めていくことで「誰一人取り残さない学校」を

めざすとともに、門真市としての「令和の日本型学校教育」の実現をめざします。 
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基本施策１ 学びを保障する環境づくり 

施策の方向性（１） 個別最適な学び・協働的な学びの推進  

現状と課題   

令和３（2021）年１月、中央教育審議会において「令和の日本型学校教育の構築」に関

する答申が取りまとめられました。この答申では、従来の学校教育が長年にわたり築いて

きた強みを活かしつつ、ＡＩ等の技術革新により急激に変化する社会を生き抜く子どもた

ちに対して、「主体的に学ぶ力」「協働する力」「課題を発見・解決する力」などを育むこと

の重要性が示されています。 

また、発達障がいや外国にルーツのある子など、特別な支援を必要とする児童生徒に加

え、経済的に困難な状況にある家庭の子どもたちなど、多様な背景をもつ児童生徒が増加

しています。こうした中、従来の一律的な教育では対応が難しくなっており、一人ひとり

に応じた学びの実現が求められています。そのため、日常の授業においては、児童生徒一

人ひとりの興味・関心・理解度に基づき、それぞれに応じた方法で学びを進める「個別最

適な学び」と、他者と意見を交わしながらともに課題に取り組み、考えを深める「協働的

な学び」を一体的に充実させることが重要です。これにより、すべての子どもたちの可能

性を引き出し、社会の担い手として育成することをめざしています。 

さらに、ＧＩＧＡスクール構想により整備されたＩＣＴ機器を活用することで、「個別最

適な学び」や「協働的な学び」の実現が一層可能となり、児童生徒一人ひとりに合った指

導や支援を柔軟に行うことができるようになりました。 

門真市においては、令和５（2023）年度に実施された全国学力・学習状況調査において、

学力の向上が見られた一方で、児童生徒間の学力格差や、「主体的に学ぶ力」及び「課題を

発見・解決する力」に関する課題が見られました。これらの課題を改善し、さらなる学力

向上を図るため、令和６（2024）年度より「子ども主体の学び」と「探究的な学び」を柱

とした授業改善を市内全校で推進しています。 

また、教育委員会内に設置した「伴走チーム」を中心に、指導主事が定期的かつ計画的

に学校を訪問し、学校のニーズに応じた伴走支援にも取り組んでいます。今後も引き続き、

学習指導要領の着実な実施と定着を図るとともに、これからの社会においてより重要とな

る「主体的に学ぶ力」や「課題を発見・解決する力」などの育成を一層推進していく必要

があります。 
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めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいると思う児童生徒の
割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 79.4％ 84.4％ 

中 77.7％ 82.7％ 

学級の友達との話し合う活動を通じて、自分
の考えを深めたり、広げたりすることができ
ていると思う児童生徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 82.9％ 87.9％ 

中 80.8％ 85.8％ 

 

主な取組   

１．学習指導要領に基づいた授業の推進 

今後も学習指導要領に基づいた授業づくりを推進し、各学校においては学習指導要領を

踏まえた授業改善を、計画的・系統的・組織的に進めていきます。また、各学校は子ども

主体の学びを実現する授業づくりを進めるため、自校の課題に正面から向き合った授業研

究や校内研修を実施し、学習指導要領の確実な実践に向けた取組を強化します。 

さらに、教育活動の質を高め、学習の効果を最大限に引き出すためには、学校全体で児

童生徒・学校・地域の実態を的確に把握し、教育内容や時間配分、必要な体制の確保など

の改善を図る「カリキュラム・マネジメント」の推進が不可欠です。教育委員会としても、

各学校において「教育課程の実施状況の評価・改善」がＰＤＣＡサイクルに基づいて適切

に行われているかを確認・助言するとともに、教育課程の実施に必要な体制の整備につい

て支援を行ってまいります。 

 

２．子どもを主語とした授業の推進 

児童生徒の「主体的に学ぶ力」や「課題を発見・解決する力」を育むために、従来の一

斉授業に加え、児童生徒自身が学び方を選択したり、課題を設定したりできるような授業

改善を、市内全校で推進します。 

日々の授業では、児童生徒一人ひとりが学習の進め方や方法を自ら考え、試行錯誤しな

がら学ぶ機会を設けるとともに、自ら問いを立て、課題を見つけ、他者と対話しながら深

く考え、学びを広げる学習を重視します。このような学びを実現するために、児童生徒が

ICTを有効活用する等「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、児童

生徒の資質・能力の向上をめざします。 

こうした「子ども主体の学び」の実現に向けて、教育委員会では指導主事等が計画的に

学校を訪問し、授業づくりや校内研修のデザインを支援するなど、教職員の授業力向上に

も取り組みます。 
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３．一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の推進 

通常の学級に発達障がいや外国にルーツのある児童生徒など、多様な支援を必要とする

子どもたちが在籍していることを前提に、すべての子どもが安心して学べる環境づくりが

求められています。そのため、合理的配慮やユニバーサルデザインの視点を取り入れた授

業づくりを進め、心理的安全性の高い学級・学校づくりを推進していくことが重要です。 

こうした取組を進めるにあたっては、子ども一人ひとりを深く理解し、その理解に基づ

いたきめ細やかな指導・支援を行うことが求められます。また、他者を尊重し、児童生徒

同士の学び合いや成長を支える基盤を築くことも欠かせません。学級担任、教科担当、学

力向上担当、支援教育コーディネーター、通級指導担当、生徒指導担当などが連携し、学

校組織全体として「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることで、

一人ひとりに応じた教育の推進を図ります。 

 

４．ＩＣＴ機器の効果的な活用 

ＩＣＴの活用は、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る上で不可欠であ

り、児童生徒の理解や関心に応じた学習支援と情報活用能力の育成、他者との対話・協働

を促進する環境の構築に寄与すると考えます。ＧＩＧＡスクール構想のもと、ＩＣＴを活

用した学習活動の推進に向けて、実践交流会や校内研修の充実を図り、ＩＣＴを効果的に

活用した授業研究を進めます。 

また、オンラインによる研修会やワークショップを定期的に開催し、教員が主体的にＩ

ＣＴ活用スキルを習得できる機会を提供します。さらに、教職員全員が閲覧可能な共有フ

ォルダを活用して各校の活用事例を収集・共有し、教材や実践例に随時アクセスできる環

境を整備することで、教職員のスキルアップが図りやすい環境づくりを推進します。 

 

５．家庭学習への支援 

学校における学習に加え、家庭においても学習習慣の定着を図るため、「門真市学びのス

スメ」の内容を現在の教育課題や子どもたちの実態に即したものとなるよう見直しを行い

ます。そのうえで、家庭学習の意義や実践方法を明示し、保護者に対して周知を行うなど、

家庭学習を着実に進めるための支援を行います。 
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施策の方向性（２） 探究的な学びの推進  

現状と課題   

平成28（2016）年の中央教育審議会答申において示された「予測困難な時代に、一人ひ

とりが未来の創り手となる」という理念を踏まえ、また、独立行政法人教職員支援機構

（NITS）が示す『「探究的な学習の過程」の方法論』にあるように、現代の教育においては、

正解がなく、経験も乏しい予測困難な状況に直面した際に、多様な他者と協働しながら納

得解を導き出し、未来を見据えて、自他の価値を認め合い、自分の強みを生かしながら積

極的に社会に関わっていく力を育むことが求められています。 

本市では、令和６（2024）年度に「門真市 探究的な学び３ヶ年プラン」を策定し、主に

総合的な学習の時間を中心に、「探究的な学び」を取り入れた実践を推進してきました。市

内の小・中学校においては、子どもたちが体験活動を通じて「問い」を持ち、試行錯誤や

失敗を経験しながら自己と向き合い、仲間と協働して学びを深める授業を行っています。

こうした「探究的な学び」を通じて、ひとりでは到底解決できない複雑に絡み合った課題

に挑戦する経験を積み重ね、持続可能な社会の創り手を育てていきます。 

令和７（2025）年５月に中央教育審議会教育課程企画特別部会から示された次期学習指

導要領策定に向けた論点資料「質の高い探究的な学びの実現」においては、複数の教科に

おいて他の題材や概念との関連づけを図る教科横断的な視点、実社会とのつながりや交流

の機会を創出する真正性の視点、そして子ども自身が「何を、いつ、どのように学ぶか」

を主体的に選択し、学びに対する責任と意欲を持つオーナーシップの視点が、いずれも重

要な要素として示されています。 

これらの視点を踏まえ、子どもたちの学びに地域社会が参画する「開かれた学校づくり」

や、学校教育目標の具現化に向けて、引き続き「探究的な学び」を推進していく必要があ

ります。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

総合的な学習の時間では、自分で課題を立て
て情報を集め整理して、調べたことを発表す
るなどの学習活動に取り組んでいると思う
児童生徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 82.5％ 87.5％ 

中 79.5％ 84.5％ 
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主な取組   

１．総合的な学習の時間を中心とした「探究的な学び」の実践 

年間指導計画の作成や、教科横断性を意識したカリキュラム・マネジメントの推進にあ

たっては、各校の実情を十分に把握しながら、生活科や総合的な学習の時間における授業

づくりを計画的かつ着実に実施できるよう支援していきます。 

また、「探究的な学び」に対する理解を教職員自身が深め、実践経験を積み重ねていくこ

とが重要であると考えます。そのため、子どもたちだけでなく教職員も継続的に学び続け

られる環境を整えることをめざし、教員同士の実践交流の場や教員研修を充実させるとと

もに、市内の実践事例を共有・参照できる仕組みづくりを進めていきます。これにより、

各校における授業改善や教育活動の質の向上を図り、「探究的な学び」のさらなる充実につ

なげていきます。 

 

２．問題発見・解決能力の育成 

児童生徒が世の中の課題に主体的に関わり、自ら問いを立て、探究的に課題を解決する

力を育むことは、将来的な自立につながる重要な要素です。そのため、子ども自身が自ら

問いを立てる力や、自分の疑問や関心から課題を見つける習慣、多角的な視点で物事を考

える力を育成することをめざし、日頃から探究サイクルを意識した授業づくりを推進しま

す。 

失敗や試行錯誤の体験などのプロセスを重視し、振り返りを通じて自らの成長を実感で

きるように、地域や企業と学校が連携してカリキュラムを設計することで、より実社会と

のつながりを持った学びを実現します。また、授業支援ソフト等の活用を通じて、探究的

な学びを支えるＩＣＴ環境の充実を図ります。 

 

３．学校外の教育力を活かした実践の推進 

探究的な見方・考え方の醸成に向けては、実社会・実生活に根ざした課題を探究する学

びが不可欠であり、子どもたちが生活する身近な地域をフィールドとした実践的な活動が

重要となります。 

そのためには、保護者をはじめとする地域人材、地元企業・団体、市役所の各部署との

連携に加え、大学やコミュニティ・スクールの活用など、学校外からの協力体制の構築が

不可欠です。教育委員会としては、学校と地域社会との連携を円滑に進めるための窓口を

設置し、連携・協働の推進を図ります。 

また、こうした探究学習の成果や途中経過については、各校において子どもたちが主体

的にアウトプットする機会を設け、連携・協力いただいた地域の方々からのフィードバッ

クを生かしながら、学びを深めていきます。さらに、地域メディアやＳＮＳ等を活用して

取り組みを広く紹介することで、地域とのさらなる交流の機会を広げ、学びの社会的意義

を高めていきます。 
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施策の方向性（３） 学び続ける教職員の育成  

現状と課題   

「子ども主体の学び」や「探究的な学び」の実現に向けた授業改善を進めるためには、

教職員一人ひとりの授業力向上と、それを支える校内組織の研究体制の整備が不可欠です。 

令和４年（2022）中央教育審議会答申総論においては、「４.（１）『新たな教師の学びの

姿』の実現」において、個別最適な学びや協働的な学びの充実を通じて「主体的・対話的

で深い学び」を実現することは、児童生徒のみならず教師自身にも求められる命題である

とされています。すなわち、教師の学びの姿は、子どもたちの学びの相似形であり、教師

自らが問いを立て、実践を積み重ね、振り返り、次につなげていく探究的な学びを、研修

実施者及び教師自身が主体的にデザインしていくことが求められています。 

また、主体的に学び続ける教師の姿は、児童生徒にとって重要なロールモデルとなり得

るものであり、「令和の日本型学校教育」の実現に向けては、子どもたちの学び（授業観・

学習観）の転換とともに、教師自身の学び（研修観）の転換が必要であるとされています。

環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続ける姿勢を持ち、子ども一人ひ

とりの学びを最大限に引き出す伴走者としての役割を果たす教師が、一人でも多く教壇に

立つことが期待されています。そして、時代や社会の変化に対応しながら、誰一人取り残

されることなく、誰もが自分らしさを大切にしながら学ぶことができる教育の実現をめざ

すものです。 

門真市においては、これまでも市主催研修、先進校視察、全教職員対象の教育フォーラ

ム等を実施し、教職員の学びの機会を提供してまいりました。今後はさらに、教職員一人

ひとりが主体的に学び続けることが求められており、そのためにも、継続的かつ多様な学

びの場を提供する体制を図っていきます。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和６年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

教職員間で相互に学び合う雰囲気が醸成されてお
り、研修等で学んだ成果が共有され教育活動に生か
されていると思う教職員の割合 
【学校教育診断】 

85.3％ 90.3％ 
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主な取組   

１．校内研修の充実 

教員が学び続けるためには、まず勤務校において教員同士が互いに学び合う環境の整備

が不可欠です。そのため、校内研究のさらなる充実を図るべく、対話を軸とした研修手法

の普及等について、指導主事による伴走支援を実施します。 

また、学校組織としての研究体制の構築を重視するとともに、校内研修の時間を確保す

るため、市主催研修については内容の精選を行い、各校が計画的に校内研修を実施できる

よう配慮します。 

これらの取組により、教職員が日常的に学び合い、実践を振り返りながら授業改善を継

続的に進めることができる環境の整備をめざします。 

 

２．教職員研修の充実 

多様化・複雑化する教育課題に対応し、質の高い教育の実現を図るためには、教職員の

専門性及び資質・能力の向上が不可欠であり、そのための「研修観」の転換を推進してい

きます。「子ども主体の学び」や「探究的な学び」を実践する力を育むためには、従来の一

方向型・講義中心の研修から脱却し、教職員同士の対話や協働を重視した、参加型・協働

的な研修内容の充実が求められます。 

また、校内における授業改善や教育課題の解決に向けては、教職員間の対話と学び合い

の文化を醸成する、質の高い研修の実施が重要です。こうした研修を通じて、教職員が主

体的に課題に向き合い、実践と振り返りを繰り返す探究的な姿勢を育成します。 

さらに、小中連携を図る中学校区ごとの取組や、教科を超えた対話・交流を通じて、校

種間の「縦」のつながり、教科間・校内間の「横」のつながりを一層強化し、実効性のあ

る研修の展開を進めてまいります。 

 

３．市教委による伴走支援 

各校の管理職や教職員が、学校の状況や教育課題をどのように捉えているかを的確に把

握するため、教育委員会では対話を通じた丁寧な聴き取りを行い、必要な支援メニューに

ついて協議を重ねます。その際には、授業づくりや研修づくりに関する支援に加え、教職

員間の同僚性を高めるためのチームビルディング等も含め、各校が主体的に課題解決に向

けて必要な手立てを分析し、優先順位を付けながら計画的に実施できるよう、伴走型の支

援を行います。 

これにより、学校ごとの実情に応じた柔軟かつ効果的な支援体制を構築し、教職員の協

働による学校づくりを促進してまいります。 
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施策の方向性（４） 自分の将来を描ける力の育成  

現状と課題   

学習指導要領では、「児童生徒が学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社

会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよ

う、特別活動を要としつつ各教科等の特性に応じて、キャリア教育の充実を図ること」と

明記されており、学校の教育活動全体を通じて、キャリア教育に取り組むことが求められ

ています。 

門真市においても実社会とのつながりを実感できるよう、地域や企業と連携した探究学

習をはじめ、中学校区におけるめざす子ども像の検討・作成、中学校区のキャリア教育全

体指導計画の作成などの取組を進めてきました。しかし９年間の系統性の意識が十分に浸

透できていないといった課題もあり、小中一貫した教育活動の中で系統的なキャリア教育

に取り組むことが必要です。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

将来の夢や目標を持っている児童生
徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 83.2％ 88.2％ 

中 63％ 68％ 

 

主な取組   

１．キャリア教育の推進 

子どもたちが自分らしい生き方を見つけることができるよう、就学前教育との連携も含

めキャリア教育でつけたい力や実践方法等を示す「門真市キャリア教育指針」に基づき体

系的かつ系統的に基礎的・汎用的能力の育成に向け、子どもたちの中学校卒業後を見据え

ながら、９年間を見通したキャリア教育を進めます。 

また、確実な実践に向けて各学校に具体的な実施事例を示すなど、推進に向けた取組を

進めます。さらに、児童生徒が夢や志をもって将来の生き方や生活を考え、生涯にわたっ

て学び続ける意欲を維持する基盤を構築できるよう、キャリア・パスポートを効果的に活

用します。 

 

２．子どもの学ぶ意欲の向上に向けた取組 

学びの意味を実感することができるよう、地域や企業・大学等と連携した体験活動や職

業講話等、今の学びが将来の生き方や社会とのつながりに関係していることを実感できる

よう取組を進めます。 

また、自ら問いを立て、調べ、発表し、その結果をどう活用し、どのような新たな問い

に繋げるかを考えることで、学習に対する目的意識や達成感を高めます。このように学び

の意味や目的を見出せる機会を設け、子どもの学ぶ意欲の向上につなげます。  
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施策の方向性（５） すべての子どもの人権が尊重される学校づくり 

現状と課題   

人権諸課題についての正しい知識、自他の人権を尊重する態度と実践力を身につけた子

どもの育成をめざし、関係機関との連携や教職員の人権感覚向上を図るとともに、各学校

において人権教育教材・資料や視聴覚教材の活用、当事者である外部講師への招聘など、

体験を通した人権教育を推進してきました。 

門真市の学校には、多様な言語的・文化的背景をもつ子ども、性的マイノリティの子ど

も、障がいのある子ども、そして厳しい家庭・経済的環境で育つ子どもなど、様々な子ど

もたちが学んでいます。学校が、すべての子どもの人権が尊重された安全・安心な学びの

場であるために、また、「ありのままの自分」が受け入れられる居場所であるために、教職

員の人権感覚を向上させる研修を継続的に行うとともに、子どもたちが自らのアイデンテ

ィティを大切にし、他者の違いを尊重し合えるよう、同和教育・在日外国人教育・障がい

理解教育をはじめ、様々な視点から人権教育の取組を進めていく必要があります。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

自分には、よいところがあると感じ
る児童生徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 86.6％ 91.6％ 

中 81.0％ 86.0％ 

 

主な取組   

１．人権教育の推進  

すべての学校において、校内教職員人権研修を実施し、府、市および関係団体等で実施

される人権教育に関する研修と組み合わせながら、教職員一人ひとりが主体的に学び続け、

人権感覚と指導力を向上させています。この研修を通じて、教職員は人権教育に対する理

解を深め、実践力を高めています。さらに、門真市人権教育研究協議会と連携し、各学校

での授業研究や実践報告を通じて、共生社会の担い手となる子どもたちを育成しています。 

また、人権教育担当者を中心に、人権教育の全体計画や年間指導計画を社会や地域の人

権課題に対応して見直しを行いつつ、同和教育、ジェンダー平等、在日外国人教育、障が

い者の人権、子どもの人権といった人権課題に対する理解を深めることで、すべての子ど

もたちの人権が尊重される学校づくりを推進します。 
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２．多文化共生教育の推進  

日本語指導が必要な児童生徒に対して、特別の教育課程を編成して個々の日本語能力に

合わせた指導を行うことで、学校生活への適応や学力の向上を支援します。 

門真市在日外国人教育推進協議会と連携しながら、諸外国につながりのある子どもたち

が、母国の文化や言語を学んだり発表したりする機会を持つことで、すべての子どもたち

が、世界の様々な民族があることや歴史や文化の多様性を学び、互いに認め合いながら生

きていく力を高めるための教育を推進します。 

 

３．世界に関心を持つ機会づくり 

小・中学校においては、ＡＬＴ（外国語指導助手）を効果的に活用するとともに、日常

的な場面を想定した授業内容の工夫を通じて、児童生徒が幅広いコミュニケーション能力

を身につけることができる授業づくりに取り組みます。 

また、大学生や留学生との交流を図るほか、世界の文化に触れる活動を教育課程の中に

位置づけることで、子どもたちが国際社会への関心を高め、視野を広げることができるよ

うな取組を推進します。 

 

４．ジェンダー平等教育の推進と性的マイノリティの子どもへの対応 

性別に関わらずすべての児童生徒が個性と能力を十分に発揮することができるよう、教

職員の男女共同参画に関する理解を深めるとともに、各学校のジェンダー平等教育担当を

中心に学校生活のあらゆる機会を通してジェンダー平等に関する適切な知識や態度の指

導を行います。また、門真市人権教育研究協議会とも連携しながら、ジェンダー平等教育

に関する授業研究や実践報告を行うことを通して、性別による固定的な役割分担意識にと

らわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度等の課題を理解することを推進し

ます。 

校内研修を実施することで「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対しては、一人ひ

とりに配慮した対応を行うとともに、すべての児童生徒へ性的指向及び性自認についての

正しい知識や配慮についての理解を深めます。 
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施策の方向性（６） 発達支持的生徒指導の推進  

現状と課題   

門真市では、平成27（2015）年度より、事後指導や課題対処を中心とした従来の生徒指

導体制を見直し、すべての児童生徒の自己実現を目的に、子どもの自己指導能力を育成す

ることで、結果的に問題行動の抑制をめざす「門真市開発的生徒指導」を推進してきまし

た。これにより、児童生徒との信頼関係の構築や、教職員が受容的、共感的に傾聴する意

識、できる・分かる・認められる経験を積み重ねる中で児童生徒の自尊感情を向上させる

ことの重要性への理解等、生徒指導関連の取組は大きく向上しました。 

令和４（2022）年度に生徒指導提要が改訂され、特に発達支持的生徒指導の重要性が示

されました。これは、すべての児童生徒を対象にすべての教育活動において進められる生

徒指導の基盤であり、児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させる過程を学校や教職員

が支えていく、というもので、門真市が推進してきた門真市開発的生徒指導における「信

頼関係の構築」「受容と共感」「自尊感情の向上」などとも親和性の高いものです。 

一方で、門真市開発的生徒指導は導入から10年が経過し、社会情勢の変化等も見られる

ことから、今後は発達支持的生徒指導をはじめとした改訂版生徒指導提要が示す生徒指導

を推進していくことが重要です。加えて、この間、教職員の退職・新規採用により入れ替

わりも多いことから、これまで取り組んできたことや、これから発達支持的生徒指導で推

進していくことを理解し、適切に取り組んでいけるよう、改めて周知していく必要があり

ます。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

先生はよいところを認めてくれてい
ると思う児童生徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 93.8％ 98.8％ 

中 95.2％ 100％ 

 

主な取組   

１．発達支持的生徒指導の推進 

すべての児童生徒を対象とし、日々の挨拶、声掛け、励まし、賞賛、対話、授業や行事

等を通した個や集団への働きかけのすべてが生徒指導である、という視点のもと、児童生

徒が自発的・主体的に自らを発達させる過程を学校や教職員が支えていく発達支持的生徒

指導を推進し、児童生徒一人ひとりの個性の発見とよさや可能性の伸長、社会的資質・能

力の発達を支え、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現をめざします。 
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２．自尊感情の育成  

学校生活において、子どもの「出番・役割・承認」を意識した取組を続けるとともに、

発達支持的生徒指導の視点をふまえた肯定的なかかわりを教職員が行うことで、児童生徒

が自尊感情を高め、自己肯定感や自己有用感を高める取組を推進します。また、各学校で

の取組事例や実践を研修の場等で共有し他校にも広めます。 

 

３．非認知能力の育成  

変化の激しい社会を生き抜くためには、将来の自立や学び続ける姿勢の基盤となる非認

知能力の育成が極めて重要です。非認知能力として挙げられる「自らを高める力」「自分と

向き合う力」「他者ともつながる力」などについて、発達支持的生徒指導のもと、子どもの

意識と行動の習慣化を狙い、日々の授業や学校行事をはじめ、学校教育全体を通じて非認

知能力の育成に取り組みます。 

  



第４章 今後５年間に取り組む施策 

 
47 

 

施策の方向性（７） 「ともに学び、ともに育つ」学校づくりの推進  

現状と課題   

門真市では、国が進めるインクルーシブ教育システムの構築に向けて、障がいのある子

どもも地域の学校で安心して学ぶことができるよう、支援学級や通級指導教室、通常の学

級といった連続性のある「多様な学びの場」の整備を進めてきました。 

今後は、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもたちが学校生活において「個別最

適な学び」を選択できているかという視点をもちながら、「ともに学び、ともに育つ」教育

をさらに推進していく必要があります。そのためには、子ども一人ひとりの障がいの状況

や特性及び心身の発達段階等を的確に把握し、具体的にどのような指導内容や、教育上の

合理的配慮を含む支援が必要とされるかを組織的に検討できる体制づくりが重要となり

ます。また、ともに学ぶための授業づくりやともに育つための集団づくりを通して、障が

いのある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、社会参加することができるよう、

今後も適切な人材配置や関係機関と連携した支援を行うことが重要です。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和６年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

支援を必要とする子どもに対して、学校体制
として適切な支援・指導ができるよう話し合
いや役割分担が行われていると思う教職員
の割合【学校教育診断】 

88％ 93％ 

 

主な取組   

１．校内支援体制の充実  

各校の校内委員会において、支援教育コーディネーター、支援学級担任、通級指導担当、

生徒指導担当等を中心に、必要に応じて関係機関との連携を図りながら、障がいのある児

童生徒一人ひとりの実態把握を行い、教育的ニーズをふまえた適切な支援内容を検討でき

る体制の整備に努めます。その際、門真市リーディングチーム及び支援学校リーディング

スタッフによる巡回相談及び校内研修等の活用を促します。 

 

２．就学相談・就学支援の充実 

市教育委員会主催の保護者等を対象とした就学説明会及び就学に係る個別相談会を実

施し、できるだけ早期に就学に関する適切な説明及び情報提供を行います。関係機関と連

携し、教育的ニーズの把握及び整理を行い、その上で学校見学や学校相談会を実施します。

本人及び保護者の意見を最大限尊重しつつ、教育的ニーズと必要な支援についての合意形

成を図り、適切な就学先を決定します。 

また、就学支援委員会を実施し、医療や心理、福祉等の専門的な視点から「学びの場」

の検討や就学に際する支援及び配慮等の助言を行います。  
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３．支援教育に係るサポート人材の活用 

通常学級に在籍している支援を要する児童生徒及び「交流及び共同学習」として通常の

学級で学ぶ支援学級在籍児童生徒の学びの充実のため、支援教育支援員を配置します。 

また、生活介助や学習介助が必要な児童生徒の学びの充実のため、必要に応じて介助員

を配置します。介助の対象となっている児童生徒の宿泊学習に際して、ツアーヘルパーを

派遣したり、車いす等を利用している児童生徒が校外学習においてリフト付きバスを利用

できるようにしたりするなど、様々な学習の機会を保障するとともに、安全で安心できる

活動環境の整備を図ります。 

さらに、医療的ケアが必要な子どもが、地域の学校で安心して学ぶことができるよう安

定的な学校看護師の配置・派遣を継続します。 

これらのサポート人材の専門性向上を図るため、門真市リーディングチーム及び支援学

校リーディングスタッフと連携しながら、定期的に研修会を実施します。 

  



第４章 今後５年間に取り組む施策 
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施策の方向性（８） 特別の教育課程を編成した指導の充実   

現状と課題   

近年、支援を要する子どもが増加し、教育的ニーズも多様化しているため、一人ひとり

の障がい等に応じた指導の充実が求められています。そのため、「学びの場」である支援学

級、通級指導教室において、子どもたちが何を学び、どのような力をつけていくのかを見

据えた教育活動・環境整備等を進めていくことが重要です。 

また、外国につながりがあり、日本語指導を必要とする児童生徒が年々増加してきてお

り、少数言語使用者も点在しています。児童生徒の言語レベルや言語状況の多様化もあり、

在籍校の担任だけでなく、日本語指導担当教員、自立支援通訳者等が連携しながら切れ目

ない指導体制を構築する必要があります。 

このように、多様な教育的ニーズがある子どもへの義務教育９年間とその先の社会的自

立を見通した「特別の教育課程」の編成及び実施をより一層充実させることが求められて

います。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 
障がいのある児童生徒や日本語指導を必要
とする児童生徒について個々の教育的ニー
ズに応じた適切な教育課程の編成及び実施
ができていると思う教職員の割合 
【学校教育診断】 

新規項目につき 
現状値なし 

100％ 

 

主な取組   

１．支援学級における一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実  

支援学級に在籍する児童生徒の障がいの状況や発達段階等を考慮のうえ、必要に応じて、

各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えたり、支援学校の各教科の内容に

替えたりするなど、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育課程を編成します。 

また、障がいによる学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るため、「個別の教育支

援計画」「個別の指導計画」に基づいた自立活動の指導を充実させます。 

さらに、障がいの状況や特性等に応じた学びの場を整備するため、スケジュールの提示

や視覚的支援の活用等を含む、構造化及びユニバーサルデザイン等の視点から教室環境づ

くりを行います。 

これらの取組を行うにあたって、門真市リーディングチーム及び支援学校リーディング

スタッフによる教育相談、言語聴覚士や理学療法士等による訪問相談等を実施し、支援学

級に在籍する児童生徒への指導・支援の充実を図ります。 
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２．通級による指導の充実 

通級による指導においては、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、自立活動の内容を参

考にしながら具体的な目標や内容を定めて指導を行います。 

また、通級指導教室での学びを通常の学級で十分に発揮し、「個別最適な学び」を主体的

に選択できるよう、学級担任や教科担当等と密な連携を行います。 

さらに、通級指導担当教員の発達障がいや自立活動等に係る専門性向上に向けた研修の

機会を充実させ、資質及び能力の向上を図ります。 

 

３．日本語指導の推進  

日本語指導が必要な児童生徒に対して、「個別の指導計画」を作成し、一人ひとりの日本

語能力、発達段階、学力等に応じた日本語指導を、小中一貫した体制で実施します。 

また、各学校の日本語教育の充実を図るために作成した「日本語指導が必要な児童生徒

の指導・支援 ハンドブック」を活用し、日本語指導における学校体制の支援に取り組み

ます。 

自立支援通訳を、必要に応じて市内小・中学校に派遣し、渡日児童・生徒に対して通訳

対応から、日本語指導補助や学習指導補助、アイデンティティの保持や母文化学習の支援

等を実施します。 
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施策の方向性（９） いじめ防止への取組と不登校児童生徒への支援の充実 

現状と課題   

いじめは、いじめを受けた児童生徒の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさ

せるおそれがあります。 

門真市では、平成25（2013）年の「いじめ防止対策推進法」や平成29（2017）年に改訂

された「国のいじめ防止等のための基本的な方針」をふまえて平成31（2019）年に策定し

た「門真市いじめ防止基本方針」をもとにいじめ防止対策に向けた取組を推進し、教職員

のいじめに関する意識は向上してきました。また、法で定められているいじめの定義や認

知、適切な初期対応等について研修を通して教職員の理解を進めています。 

一方、いじめの重大事態につながる事例もあり、今後さらなる防止に向けた啓発・取組

が必要です。また、児童生徒の生活環境の変化によりいじめの問題も多様化しており、SNS

等による周囲からは見えないいじめも多く発生しているため、家庭や警察等の関係機関と

連携した防止対策も必要です。 

次に、門真市における不登校児童生徒は年々増加傾向にあり、年間90日以上欠席する児

童生徒も多く、長期化・固定化の傾向が顕著です。その背景には、学校生活への意欲の低

下や生活リズムの乱れといった内面的・生活習慣的な要因が多く見られます。加えて、心

理的要因も影響しており、複合的な支援が求められています。 

こうした課題に対して家庭や関係機関等と連携し、適切な支援体制を構築することが求

められますが、組織的・実効的な取組には課題が残されています。 

今後、各校において、安全・安心で居心地の良い環境整備や魅力ある学校づくりをめざ

し取組を推進するとともに、より一層、教職員が共通の認識と目標を持ち、一貫した指導・

支援を行う体制の強化や、個別最適な学びや探究的な学びの充実等を通じて、子どもたち

の意欲を高めていくこと等が求められます。また生活習慣の改善に向けた啓発活動や家庭

との連携など、より効果的な取組の充実をめざしていく必要があります。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 
困りごとや不安がある時に、先生や
学校にいる大人にいつでも相談でき
ると思う児童生徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 84.3％ 89.3％ 

中 81.7％ 86.7％ 
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主な取組   

１．教育支援センター「かがやき」、校内教育支援ルーム等の充実  

不登校児童生徒への切れ目ない支援をめざし、教育支援センター「かがやき」の機能強

化と校内教育支援ルームの全校設置をめざします。教育支援センター「かがやき」につい

ては個別支援シートを作成し、より一人ひとりに応じた支援と社会的自立の促進を図りま

す。加えて通いやすい教室となるよう運営方法等の見直しを行います。 

校内教育支援ルームでは、安心して過ごせる居場所の創出と自主的な活動の促進等につ

いて、実現をめざします。さらに、ＩＣＴを活用した学習環境を整え、児童生徒の学びの

継続を支援します。 

 

２．いじめ防止に向けた取組 

いじめを未然に防ぐため、教職員に対して法の定義を含めた知識・理解を深めるために

研修を実施し、いじめの未然防止や早期発見・対応に向けた取組を進めます。児童生徒に

対しても、いじめに関する理解を深める機会を作り、ＳＯＳの出し方等についても学ぶ機

会を確保します。 

取組を推進するため、「門真市いじめ問題対策連絡協議会」の開催をとおして関係機関と

の連携を図り、いじめの防止についての意見交換や情報提供等を行います。 

また、いじめを認知した際は適切に対応し、いじめが生起した際の指導にとどまらず、

継続した見守りと支援を行うよう教職員に周知し、いじめ問題の重篤化を防ぎます。 

 

３．いじめに関する相談窓口の設置 

各校において、児童生徒がいじめ被害相談や通報がしやすい相談窓口を引き続き設置す

るとともに、被害者保護最優先と守秘を原則とした教員の相談スキルの向上や、関係機関

等の様々な相談窓口の周知を進めます。 

また、いじめに関して道徳を含むすべての教科における取組を通して、いじめの定義や

いじめは全体に許されないものであると理解を進め、いじめ当事者や目撃者など、すべて

の児童生徒が相談しやすい学校環境を整えます。 
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施策の方向性（10） 健やかな体を育てるための取組の推進 

現状と課題   

子どもたちが健やかに成長していくためには、健康に関する正しい知識や習慣を身に付

けることが大切です。 

体の健康を維持・向上するためには、食に関する正しい知識や望ましい生活習慣を身に

付けることが必要であり、門真市においては、「朝食を毎日食べている割合」が全国や大阪

府と比較すると低い傾向にあることから、食に関する啓発・指導を今後も強化していく必

要があります。 

食に関する指導を効果的に行うことができる重要な場の一つである学校給食について

は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた食事を提供

することが重要であることから、本市では「安全でおいしい手作り給食・環境にやさしい

給食・地域に根差した給食」を目標に各学校内の給食室で調理する自校方式にて出来立て

の温かい給食を提供しています。 

近年の急激な物価高騰による食材確保への影響をはじめ、増加する食物アレルギーへの

対応、施設の老朽化など給食運営を取り巻く環境は年々変化していますが、学校給食の果

たす役割を十分認識し、将来にわたり、安全で安心なおいしい給食を安定的に提供できる

よう取組を進めて行く必要があります。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

朝食喫食率 
【全国学力・学習状況調査】 

小 90.5％ 95.5％ 

中 85.1％ 90.1％ 

 

主な取組   

１．食育の推進 

市内全小・中学校において、「食に関する指導全体計画」を作成し、食育に関する栄養教

諭による授業や指導案の充実などを通して、系統的・組織的な食育を推進します。 

また、子どもたちが自ら献立を考え、調理し実食を行う学校給食選手権や朝ごはんレシ

ピ集等の取組も進め、家庭との連携・協力も求めながら、食に関する関心を高めます。 

 

２．生活リズムを整える教育の推進 

学校教育において子どもたちの健やかな成長と発達を支えるために、睡眠の意義や正し

い睡眠習慣、規則正しい食生活等、生活習慣を向上させる取組を推進します。 

また、睡眠の乱れはスマートフォンやゲームも要因の一つであることから、家庭にも連

携・協力を求めながら、睡眠の大切さに対する意識を高めます。 
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３．安心・安全な給食の提供 

栄養教職員と連携し、地域の特性を活かした給食提供を行うとともに、給食調理員への

衛生管理マニュアルや調理マニュアル、アレルギー対応マニュアルの遵守徹底を行い、引

き続き安全・安心な給食を提供します。 
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施策の方向性（11） 豊かな心を育む教育の推進 

現状と課題   

現代社会において、子どもたちが他者と共に生き、これからの社会の担い手として成長

していくためには、学力の向上に加え、豊かな人間性を育むことが大切です。 

子どもたちの、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く

生きる力を身に付けていく上で読書は欠くことができないものであり、読書の楽しさや必

要性など、読書活動を普及・推進していくことがますます求められています。 

また、自らを大切にし、他者を思いやる心や態度、善悪の判断、何よりも命はかけがえ

のないものであることなど、子どもたちの道徳感を育む必要があると考えています。 

さらに、インターネットやデジタル技術が日常に深く浸透する中で、情報を適切に受け

取り、発信し、活用する力も求められており、子どもたちの情報モラルを高める取組が必

要です。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

人の役に立つ人間になりたいと思っ
ている児童生徒の割合 
【全国学力・学習状況調査】 

小 94.9％ 99.9％ 

中 95.8％ 100％ 

 

主な取組   

１．読書活動の推進 

子どもの読書習慣の定着に向け、読書習慣の設定やビブリオバトル、朝読書の実施を進

めます。また、学校図書館司書との連携による授業づくりや、夏休みに司書イベントの開

催、学校図書館の蔵書の配置・陳列の工夫やＩＣＴ機器の活用等、各学校において児童生

徒が読書に親しむための工夫を凝らした取組を進めます。 

さらに、市立図書館職員・司書による学校訪問を行うとともに、市立図書館司書と司書

教諭、図書担当教諭、学校図書館司書の連携を深めるため、学校図書館の運営・活用に関

する研修や交流を行い、市立図書館と連携した読書に触れる機会の充実に取り組みます。 
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２．自他の命を大切にする心と態度を育む教育の推進 

児童生徒が様々な体験や人とのかかわりを通して、自分自身の命も他者の命もかけがえ

のないものであることを実感し、それを尊重する心と態度の育成を図るため、自己肯定感

の醸成や共感性の育成、規範意識の涵養、レジリエンスの向上などの取組を実践します。 

また、薬物や性被害など、児童生徒に起こりうる危険性や自身を守るための知識を身につ

けることができる教育を推進し、児童生徒が現在又は今後起こり得る危機的状況に対して

適切な援助希求行動ができるように取組を推進します。 

 

３．情報モラル教育の推進  

児童生徒が一人一台端末を使った学習を進める上で、インターネット等における情報を

適切に読み解き利用できるメディア・リテラシーの育成など、ＩＣＴを様々な活動や学習

に正しく活用していくための取組を推進します。 

また、インターネット上のコミュニケーションの特性を理解し、ネットワーク上のルー

ルや個人情報、プライバシー等、情報機器を活用する上で必要な知識を身に付けるため、

専門家と連携した取組を推進します。 
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基本施策２ 学びを支える環境づくり 

施策の方向性（１） 専門家と連携した学校体制づくり 

現状と課題   

児童生徒の抱える多様な課題に対応できるよう教職員一人ひとりの資質能力を向上さ

せることに加え、教職員だけで抱え込まず、関係機関や専門職と連携して対応する学校体

制づくりが進められています。各校において、ＳＣ(スクールカウンセラー）やＳＳＷ（ス

クールソーシャルワーカー）を積極的に活用し、個別支援や教職員への助言を行う取組を

推進しています。また、学校全体で組織的に課題を共有・対応するため、生徒指導担当や

支援コーディネーター等を中心に校内支援体制の強化や、定期的なケース会議の実施も進

んでいます。 

一方、校内での情報共有や役割分担の明確化、支援に関わる教職員のスキルや意識の差

といった課題が残っており、加えて、情報の一元管理や迅速な共有のためにＩＣＴの活用

をより効果的に進める必要があります。効率的かつ効果的な学校をめざすためにも、校長

の明確な方針とＰＤＣＡサイクルに基づいた学校運営が求められています。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和６年度） 
目標数値 

（令和12年度） 
方針等が学校全体で共有され、目標の達成に
向けて教職員が一丸となって取り組んでい
ると思う教職員の割合 
【学校教育診断】 

86％ 91％ 

 

主な取組   

１．ＰＤＣＡサイクルに基づく学校経営 

明確化された校長の方針のもとで、企画会議等を有効に活用し、効率的かつ効果的な学

校をめざします。学校運営に経営的観点を取り入れるため、めざす学校像の実現に向けた

具体的な取組内容を定めた学校運営に関する方針を各学校において策定し、教職員が一丸

となった組織的な取組を推進するとともに、ＰＤＣＡサイクルを活用した見直しを行うな

ど、教育活動の改善を図ります。また、学校長の組織マネジメント力の向上をめざし、管

理職研修の充実に努めます。 
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２．子ども悩み相談サポート事業の実施 

不登校やいじめ、暴力行為等、複雑化する生徒指導上の課題に対応するため、カウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー、精神科医、弁護士等で構成する「子ども悩み相談サ

ポートチーム」を設置しています。児童生徒やその保護者からの悩みの相談に応じるだけ

でなく、スクリーニング会議やケース会議等に参画し、児童生徒への支援方針の検討を行

います。 

また、学校の組織的支援体制に対する助言や、教職員が子どもの状況や背景を理解し、

適切な対応を考えられるよう、専門的な視点から働きかけを行い、多職種による包括的な

支援体制の充実を図ります。 

 

３．専門家と連携したサポートの推進 

学校を中心に、各種専門家や関係機関がそれぞれの専門性を活かしながら、連携して対

応し、包括的な支援体制を構築します。 

子ども悩み相談サポートチームに加え、福祉部局、医療機関、警察等との連携をさらに

強化し、児童生徒の抱える課題に応じた適切な支援につなげるとともに、支援の方向性を

協議することで、複雑なケースにも継続的かつ多面的に関わる体制の充実を図ります。 
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施策の方向性（２） 教職員の人材育成と授業力の向上 

現状と課題   

学習指導要領では、「児童生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え、一人ひとりの

資質・能力を伸ばせるようにしていくことは、教職員を含め学校関係者等に期待される役

割である。」とされ、その役割を実現するためにも、教職員の自己研鑽が求められています。 

門真市の人材育成としては、学校現場でのＯＪＴ(on the job training）を中心に、国

が主催する中央研修や大阪府主催研修も活用しながら、地域的な課題については教育委員

会主催の研修を実施し、門真市教職員人材育成指標に合わせた人材育成を行ってきました。

また、教職員の自主的で主体的な自己研鑽の姿勢を支えるため、ニーズに応じた研修も実

施しています。 

そんな中、学校現場には経験豊富な教職員が減り、若手や経験の浅い教職員が約半数を

占める状況の中、各学校には学習指導要領に則った改善やＩＣＴ機器のこれまで以上の活

用、生活指導など授業内外を問わず幅広い対応が求められ、学校現場においてはＯＪＴが

機能しづらくなっている現状があります。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和６年度） 
目標数値 

（令和12年度） 
年齢や経験年数に伴って自らの成長が感じ
られ、意欲的に業務に取組めると思う教職員
の割合 
【学校教育診断】 

83％ 88％ 

 

主な取組   

１．社会の変化に対応した教職員の資質向上 

これからの門真市の教育を担う教職員が、急速に変化する社会や多様化する子どもたち

のニーズに柔軟に対応できるよう、専門性と実践力の向上を図ります。そのために、校内

研修を中心に、学習指導要領の理解・ＩＣＴの効果的な活用・非認知能力の向上を踏まえ

た研修を充実させます。 

また、先進的な教育実践を行う学校への視察、専門講師による校内研修、外部機関主催

の研修への積極的な参加を推進し、各校の特色や課題に応じた研修の充実を図ります。 
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２．組織的・継続的な人材育成 

社会の変化や教育課題の多様化に柔軟に対応できる「主体的に学び続ける教職員」の育

成を重視し、組織的・継続的な支援体制の整備を進めます。そのため、教職員のキャリア

ステージに応じた系統的な指導・支援体制を構築します。 

人材育成に当たっては、「門真市教職員キャリアステージ別人材育成指標」に基づいた取

組を着実に推進し、評価育成システム等の人事評価制度を活用することで、一人ひとりの

能力・業績を的確に把握・評価し、教職員の資質と意欲の向上につなげていきます。 

 

３．教職員の綱紀保持の徹底・ハラスメントの未然防止 

教職員にあっては、公教育の場において児童生徒や保護者の信頼を損なうことの無いよ

う、厳正な職務規律を保つことが必要であるため、新規採用職員や臨時的任用職員等に対

して服務規律についての理解を深める研修を実施するとともに、服務規律・綱紀保持に係

る情報提供を繰り返し行い、各学校で実施される研修の充実に努めます。 

「学校における各種ハラスメントの防止及び対応に関する指針」に基づき、ハラスメン

トに関する全教職員の理解を深めるために必要な取組を推進します。また、管理職を含む

全職員が被害の対象となる可能性があることも踏まえ、ハラスメントの発生防止に向けた

組織的な取組を進めるとともに、学校の人間関係や職場環境が良好となるような取組を支

援します。 

ハラスメントに関する問題に迅速かつ適切に対応するため、学校内の相談窓口には管理

職及び一般教職員を複数名配置して教職員へ周知するとともに、必要に応じて教育委員会

や専門機関とも連携しながら解決に当たります。相談者のプライバシーにも十分配慮しな

がら、聞き取り等の必要な調査を行い、相談者へのケアや加害者への指導等、適切な対応

を行います。また、大阪府教育庁が実施している職場におけるハラスメントについての専

門相談窓口も教職員へ周知し、教職員が相談しやすい環境づくりを進めます。 

 

４．支援教育研修の充実 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を進めるためには、すべての教職員が支援教育

に関する専門的知識やスキルを向上させる必要があります。支援を必要とする子どもの理

解や対応、教育課程、環境整備、自立活動の指導、進路、関係機関との連携など、多岐に

わたる専門的知識やスキルの向上のため、地域支援リーディングスタッフや門真市リーデ

ィングチーム等を活用し、各学校における研修や、支援教育コーディネーター、支援学級

担任、通級指導担当、支援教育支援員、介助員等への研修を実施します。 
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施策の方向性（３） 教職員の働き方改革の推進 

現状と課題   

将来の予測が困難な現代社会において、子どもたちが身につけるべき力も多様化してい

ます。学校現場ではこれまでの学習指導のみに限らず、生成ＡＩ等の新たな技術を含めた

ＩＣＴの活用能力の育成、大きく変化することが考えられる子どもたちの将来の職業を踏

まえたキャリア教育の実践等、前例のない教育活動を行う必要に迫られています。 

また、いじめの認知件数の増加、不登校児童生徒数の増加、特別な支援を要する児童生

徒数の増加等、学校の課題が複雑化・困難化していることに伴ってその対応を行う教職員

の業務も増加し、極めて多忙な状況となっており、心身の健康に支障を来す教職員も数多

く見られています。また、その状況が教職志望者を減少させる結果につながっているとも

考えられています。 

教職員の長時間勤務や高負荷となっている業務状況を改善して健康的な労働環境を確

保しつつ、子どもと向き合って指導・育成を行うという本来の業務にしっかりと携われる

よう、学校と市がより一層連携して働き方改革を行っていくことが求められています。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和６年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

教職員の時間外在校等時間の月平均時間数 
【門真市教育委員会調べ】 

35:21 30:00 

 

主な取組   

１．多忙化解消に向けた取組 

学校及び教職員が担うべき業務の整理及び見直しを継続して行い、業務の適正化に向け

た取組を進めます。 

また、学校サポートスタッフ等の外部人材を引き続き活用し、閉庁日の設定や学校行事

の精選、教育課程編成等、学校における働き方改革を推進して教職員の事務負担軽減を図

るとともに、「門真市部活動の在り方に関する指針」に基づき、中学校教職員の部活動指導

業務についても削減に向けた取組を進めます。 

 

２．事務の効率化及び共同学校事務室による支援体制の充実 

事務作業の効率化を推進するため、校務支援システム等のＩＣＴを活用した事務の省力

化に努めます。 

また、共同学校事務室を基幹とする市内全体における事務の共同実施を一層充実し、業

務の平準化や経験の浅い事務職員への支援体制の構築を図りながら、引き続き事務職員が

学校運営に深く参画して校内における業務改善を推進します。  
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３．部活動地域展開の推進 

少子化や教職員の働き方改革を背景に、学校と地域が連携し、子どもたちのスポーツ・

文化活動の機会の確保と持続可能な運営体制の構築に努めます。 

部活動地域展開の円滑な推進に向けて、地域のスポーツ・文化団体や企業等との協働体

制を整えるとともに、指導者の確保・育成、活動場所の確保等を進めます。また、段階的

な移行スケジュールを策定し、モデル校での実践を通じて課題を把握・改善し、全校への

展開を図ります。 
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施策の方向性（４） 安全で快適な学校施設の整備 

現状と課題   

本市の学校施設においては、築50年以上経過したものが全体の約７割を占めており、全

校において耐震改修工事を実施したほか、一部の学校において大規模改修工事を実施して

いるものの、建物の構造体のみならず、外壁をはじめ電気・機械設備や給排水設備等の経

年劣化の進行により老朽化の実態は深刻な状況にあります。 

厳しい財政状況の中においても計画的に学校施設の老朽化対策を進めるとともに、今後

における学校施設の維持管理については、修繕を中心とした事後保全的な対応から長寿命

化を目的とした予防保全的な対応へと転換していく必要があります。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

学校体育館への空調設備設置率 
【門真市教育委員会調べ】 

小 
0％ 

（０校／13校） 
100％ 

中 
17％ 

（１校／６校） 
100％ 

 

主な取組   

１．快適な学校環境づくり 

児童生徒等の熱中症予防や学習環境の向上のため、学校体育館への空調設備の設置を進

めるなど、より良い教育環境を実現するための計画的な施設整備を進めます。 

 

２．学校施設の適切な維持管理 

限られた予算の中でも児童生徒の安心・安全な学校生活を確保するため、緊急性・必要

性の高い修繕等については迅速に対応します。 

また、老朽化が進む既存校はもとより新設校も含めて最適な状態で施設管理ができるよ

う、民間活力を活用した総合的かつ効果的な維持管理が期待できる包括管理手法の導入を

検討します。 
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施策の方向性（５） 子どもたちを事故や災害から守るための取組の推進 

現状と課題   

児童生徒が安全に登下校できるよう、通学路点検を行い危険個所への対応を行っている

ほか、交通専従員やキッズサポーターによる安全見守りを実施しています。しかしながら、

まちの構造上、歩道が確保できない箇所や交通量の多い箇所などがあるほか、登下校時の

不審者情報が入ってくるなど依然として危険な状況があることから、引き続きハード・ソ

フトの両面で児童生徒の安全を確保する取組が必要です。 

また、大規模災害が想定される中、防災教育では、児童生徒が自らの安全を確保し、適

切な行動を取れる力を育むことが課題です。災害時に必要な知識や技能を日常的に習得さ

せるとともに、地域や家庭との連携を強化し、実践的な訓練を継続的に行う体制の構築が

求められます。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和６年度） 
目標数値 

（令和12年度） 
事故・事件・災害等に対して迅速かつ適切な
対処ができるよう、役割分担が明確化されて
いると思う教職員の割合 
【学校教育診断】 

88% 93% 

 

主な取組   

１．学校事故の防止 

学校における熱中症や体育授業等における活動時・課外活動時の事故の発生を防止する

ため、教職員全員に対する危機管理マニュアルの徹底を図り、常に安全の視点を持った上

で学校活動を行います。 

 

２．防災教育の推進 

大規模災害の発生に備え、市危機管理課や防災の専門家を招聘した防災教育を実施しま

す。また、大規模災害時には学校だけで児童生徒の安全を確保することが難しいことから、

学校ごとに策定した防災計画に基づき、ＰＴＡや自治会等も参加可能な防災訓練を実施し

ます。 

 

３．登下校時における見守り活動の推進 

通学路における児童の安全確保を図るため、学校、地域、関係機関等と連携を図りなが

ら、登下校時の見守り活動を行います。 

また、これらの人的対応に加え、緊急時には児童の位置情報履歴が確認でき早期解決に

つなげられるＩｏＴを活用した見守りサービスの運用も併せて実施し、引き続き児童の安

全確保に取り組みます。  
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施策の方向性（６） 教育ＩＣＴ整備の充実 

現状と課題   

教育におけるＩＣＴは、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のために必要不

可欠なツールであるとともに、教員の業務負担を軽減し、働き方改革を実現する上で極め

て大きな役割を果たすものとして位置付けられました。 

ＧＩＧＡスクール構想に基づく１人１台の端末を活用した学びの推進と教職員の働き

方改革へとつなげる校務ＤＸの推進に向け、安定運用と、更なる効果的な活用、環境改善

が求められています。 

門真市においても、児童生徒用１人１台端末の整備、クラウドサービスの導入、デジタ

ル教材の導入に加えて、教職員向けの校務支援システムや授業支援ソフトの導入などを実

施してきました。 

しかしながら、学校間で活用に差が生じていることや、児童生徒が安全に学ぶための情

報モラルや情報リテラシー教育の必要性、教員のＩＣＴスキル不足に加え、新たに不可欠

となったネットワークインフラとして、安定稼働に向けた運用面でのＩＣＴスキルやラン

ニングコストの確保など、課題も伴っています。 

今後も教育ＩＣＴの充実を図るためには、ハード面・ソフト面・人材などの整備を一体

的に取り組むことが求められます。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

ＩＣＴを活用した業務や授業が円滑に行え
る環境が整っていると思う教職員の割合 
【学校教育診断】 

新規項目につき 
現状値なし 

95% 

 

主な取組   

１．ＧＩＧＡスクール構想１人１台端末環境の充実 

ＧＩＧＡスクール構想については、令和２（2020）年度の導入から概ね５ヵ年程度が経

過し、国においても“ＧＩＧＡ第２期”として機器の更新と更なる推進を行う方針であり、

本市においても令和７（2025）年度に１人１台の学習用端末の更新、令和７（2025）年度・

令和８（2026）年度に２ヵ年にかけて通信ネットワーク機器の更新を行います。 

今後も、利便性の向上とセキュリティ対策の両面を踏まえつつ、児童生徒が安全でかつ

安定的に活用できるＩＣＴ環境整備を進め、「個別最適な学び」や「協働的な学び」の実現

に寄与します。 
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２．教職員を支えるＩＣＴ環境整備 

教職員を取り巻くＩＣＴ環境の整備は、校務の効率化と教育の質の向上に不可欠です。

ＩＣＴ技術の急速な進展と変化を捉えつつ、適切にシステム構成の見直し及び更新を行い

ます。 

教職員のＩＣＴ環境を整備することは、ＧＩＧＡスクール構想の推進や教育DXの実現に

おいても重要な要素であることから、さらなる充実に向けて取組を進めます。 

 

３．安定的な学校ネットワーク 

学校に整備されたＩＣＴ環境を、効果的に活用するためには安定したネットワーク環境

は極めて重要です。 

児童生徒が１人１台端末を日常的に活用し、授業中においてもデジタル教科書やオンラ

イン教材、協働学習ツール、動画視聴などをストレスなく利用できることが求められます。 

また、教職員にとっても、ＩＣＴ機器がロケーションフリーに利用できる環境が整う中

で、円滑な授業の実施と効率的な校務遂行の両面において、安定的なネットワークは必須

の要件です。 

今後も学校のデジタル化はますます加速していくことが見込まれることから、児童生徒

及び教職員が学校のどこにいても、安定した通信を確保できるよう、高速かつ安定した校

内ＬＡＮとインターネット接続環境の確保と運用を推進します。 
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施策の方向性（７） 将来を見据えた新たな学校づくり 

現状と課題   

現在、学校の教室には、多様な個性や特性を有する子どもが多く在籍しています。この

ように子どもたちが多様化する中で、子どもたちの多様性を包摂する必要性がより高まっ

ており、一人ひとりが主体性をもち、学習に取り組む中で、自分の人生の舵取りや自分の

可能性を拡げることのできるような学びの実現や学び方を身につけさせることが求めら

れています。このことを実現する上で、子どもたちが人とのつながりの中で多様な価値観

に出逢い、学び合う環境をつくることは、将来の自分を考えるきっかけとなり、子どもた

ち自身の自立にもつながると考えています。 

本市においても、令和７（2025）年度に「門真市全体の学校の将来を見据えた学校再編

実施方針」を策定し、令和の日本型学校教育の実現に向け、多様な学びの場や人とのつな

がりを創出できるよう学校再編も含めた環境整備を実施しようとしています。 

 

めざす指標   

指標名 
現状 

（令和７年度） 
目標数値 

（令和12年度） 

新しい学校のあり方について、地域も含めた
検討組織の設置率 
【門真市教育委員会調べ】 

40％ 

100％ 
（新たな学校のあり
方を検討している校
区すべてで設置） 

 

主な取組   

１．学校再編の検討 

現在、本市の学校の大半が築50年を超えるなど、建替えもしくは改修が必要な時期にき

ています。また、学級数に目を向けても、単学級の学校が複数あるなど、子どもたち同士

のつながり（横のつながり）を創出する上でも、課題のある現状です。 

令和の日本型学校教育の実現に向け、スピード感を持ちつつも、地域とともにある学校

を創るため、丁寧に地域等にも説明を行いながら学校再編を進めていきます。 

 

２．多様な学びと人とのつながりをつくる学校づくりの推進 

教室には、多様な子どもたちが在籍しています。このような多様な子どもたちによりよ

い教育を行うためには、日々の授業づくりだけではなく、子どもたちの教育的なニーズに

合った「個別最適な学び」ができる学習環境の整備や子どもたちが自分の考えや得た情報

を伝え、主体性を持ち、「協働的な学び」を進めていく学習環境の整備が必要です。 

また、学校は地域の人々にとっても重要な施設です。地域活動などを行う拠点としての

場に加えて、災害時や非常事態時の拠点ともなります。地域のニーズや必要な機能を充実

するとともに、子どもたちと地域の人々がつながる「地域とともにある学校づくり」を進

めます。さらに、新たな学校づくりを通じて、学校を核としたまちのブランド力向上を推

進します。  
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第５章 

計画の推進に向けて 
 

１ 計画の推進体制 

（１）計画の共有と確実な実施 

計画の推進にあたり、計画の基本理念や今後の方向性について、教育委員会だけでなく

各学校の教職員が十分に理解し、それぞれの役割に応じた実践を進めることが求められま

す。そのため、共有化を図るための取組を進めていきます。 

教育委員会は、自身の役割に応じた実施主体として目標の達成に向けた取組を推進する

とともに、各学校では必要に応じて本計画に沿った学校教育計画や関連計画の見直しを行

い、全教職員で内容を共有し、目標達成に向けて教育活動を展開していきます。 

 

（２）庁内関係部署との連携 

就学前教育や生涯学習など密接に関連する分野との連携を強化するため、庁内の関連部

署間で情報を共有し、関係施策や事業との整合性を図りながら計画を推進します。 

 

（３）関係機関との連携 

計画に基づく取組には、専門性が高く、幅広い内容を含むものがあるため、地域や保護

者、関係機関の理解と協力を得ながら連携を強化し、計画の推進を図ります。 

 

（４）計画の周知 

広報紙や市のホームページで公開するとともに、関係機関へ広く周知します。 
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２ 計画の進行管理 

本計画の進捗状況の管理・評価については、計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その進

捗状況を定期的に把握・評価（Check）したうえで、その後の取組を改善する（Action）、

一連のＰＤＣＡサイクルに沿って行うよう努めます。具体的には、計画に記載した取組及

び指標について進捗状況の把握を行い、毎年外部評価委員に意見を聴取することで、計画

の進行管理や評価検証・見直しを行います。各学校でも毎年ＰＤＣＡサイクルに則って、

各学校の教育活動の検証を行うとともに、毎年教育委員会が作成する指導・助言事項等も

踏まえ、柔軟な改善を図りながら取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 

取組等を設定 

実行（Do） 
計画の内容を踏まえ，事業

を実施 

改善（Action） 
評価の結果を踏まえ，取組
の改善，計画の見直し等を

実施 

評価（Check） 

進捗状況を定期的に 
把握・評価 

ＰＤＣＡサイクル 
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資料編 
 

１ 用語解説 

【 あ行 】 

新たな価値 

世界規模での技術革新に限らず、地域課題や身近な生活上の課題を自分なりに解決し、自他の人

生や生活を豊かなものとしていくというさまざまな工夫なども含むもの 

インクルーシブ教育システム 

人間の多様性の尊重等を強化し、障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限まで発達

させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的のもと、障がいのある者と障が

いのない者が共に学ぶ仕組み 

ウェルビーイング 

身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人

生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むもの。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や

地域、社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念のこと 

ＡＩ 

人工知能 

ＳＤＧｓ 

“Sustainable Development Goals”の略称で、平成27年（2015年）９月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」にて記載された令和12年（2030年）までに持続可

能でよりよい世界をめざす国際目標のこと 

持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人と

して取り残さないことを誓っている 

ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、

日本としても積極的に取り組んでいる 

 

【 か行 】 

学校サポートスタッフ 

教材作成補助、印刷作業、パソコン入力、電話対応等、事務作業を中心とした業務を行うことで

教員の事務負担を軽減するためのスタッフ  

学校における働き方改革 

教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、その人間性や創造性を高め、子

どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることを目的として、学校におけ

る働き方の見直しを進める取組のこと 
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門真市開発的生徒指導 

門真市立小・中学校ですべての児童生徒の自己実現を目的として行う生徒指導全般の取組受容と

共感を基礎に、あらゆる教育活動において自己選択・自己決定・実行を豊富に経験させることに重

点を置く 

門真市学力向上アクションプラン 

門真市における児童生徒の学力向上に特化した具体的な取組についての計画 

門真市学校適正配置審議会 

門真市立の小・中学校の規模及び配置の適正化のために必要な事項について調査審議を行う審議

会 

門真市版授業づくりベーシック 

門真市の教職員が、子どもに「どのような学力をつけるために授業を行うのか」ということにつ

いて、共通認識をもつために授業の基本を示したもの 

門真市リーディングチーム 

市内の支援教育の充実・推進を図るために教育委員会と市内教員で構成されたチーム 

各校の要請に応じ、教育相談や教職員の専門性向上のための研修を行う 

カリキュラム・マネジメント 

新学習指導要領の「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、学校教育に関わる様々な取組を、

教育課程を中心に、組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげること 

ＧＩＧＡスクール構想 

１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたち

を誰一人取り残すことなく、個別最適化された、資質・能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環

境を実現するもの 

キッズサポーター 

子どもたちの通学の安全を確保するため、通学時に付き添いや通学路・交差点に立つなどにより

子どもの見守り活動を行う地域ボランティア 

キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キ

ャリア発達を促す教育 

キャリア・パスポート 

児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の学級

活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア形成を見

通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリ

オのこと 

教育ＩＣＴ 

子どもたちの情報活用能力の育成、教科指導におけるＩＣＴ活用、校務の情報化など、情報通信

技術により、教育の質の向上をめざすこと  
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共同 

複数の主体が、同じ目的や条件のもとで一緒に物事を行うこと 

・目的や資源を共有する関係性 

・対等な立場での参加が前提 

・行動の主体性は必ずしも問われない 

協働 

複数の主体が、対等な立場で互いの役割や力を活かしながら、共通の目的に向かって協力して働

くこと 

・主体性と役割分担が重視される 

・異なる立場や専門性を持つ者が連携する 

・行政・市民・企業・教育現場などで頻繁に用いられる 

グローバル化 

社会的・経済的に国や地域を超えて世界規模でその結びつきが深まること 

校内教育支援ルーム 

学校には行けるけれど自分のクラスには入れない時や、少し気持ちを落ち着かせてリラックスし

たい時に利用できる、学校内に設置した部屋（居場所）のこと 

児童生徒のペースに合わせて相談に乗ったり、学習のサポートをしたりする 

校務支援システム 

学籍管理や成績管理などの教職員の日々の校務処理を軽減するためのシステム 

合理的配慮（学校における） 

障がいのある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享受・行使することを確保

するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行う事であり、障がいのある子

どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの 

子ども悩み相談サポートチーム 

学校長ＯＢや、臨床心理士、スクールカウンセラーなど専門員で構成し、課題のある児童生徒や

その保護者を支援するチーム 

個別の教育支援計画 

障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じて、長期的な視点で計画的に支援していく

という考えのもと、学校・園が中心となって、関係機関と連携し的確な教育を行うための計画 

コミュニティ・スクール 

学校運営協議会制度を導入した学校。学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むこ

とが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組み 

 

【 さ行 】 

自己肯定感 

自らの価値や存在意義を肯定する感情 
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自己有用感 

自分が人の役に立つ存在であると思える感情 

自尊感情 

自分の存在を尊重する感情 

情報モラル、情報モラル教育 

情報社会において適正な活動を行うための基になる考え方と態度 

ＳＣ（スクールカウンセラー） 

いじめや不登校、暴力行為等へきめ細やかな対応を図るため、児童・生徒の心のケア、保護者・

教職員へのアドバイス等を行う心理に関する専門家 

ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー） 

問題行動等生徒指導上の課題に対するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門

的な知識・技術を用いて、児童・生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行う社会福祉に関

する専門家  

主体的 

自分の意志や判断に基づいて行動するさま 

小中一貫教育 

小・中学校の教職員が連携・協働して、義務教育９年間の子どもの成長を見通し、めざす子ども

像（中学卒業時の姿）を共有して、一貫した授業づくりや生徒指導等、系統的な教育を行うこと 

生成ＡＩ 

ＡＩ（人工知能）を活用してテキスト、画像、音楽、音声、動画などの新しいコンテンツを作成

すること 

性的マイノリティ 

「生物学的な性（からだの性）」と「性自認（こころの性）」が一致している人や、「性的指向」が

異性に向いている人が多数派とされる一方で、これらにあてはまらない人々のこと 

同性を好きになる女性（レズビアン、Lesbian）、同性を好きになる男性（ゲイ、Gay）、異性を好

きになることもあれば同性を好きになることもある人（バイセクシュアル、Bisexual）、出生時に決

定された性（からだの性）とは異なる性を自認する人（トランスジェンダー、Transgender）の各語

の頭文字をとって、「ＬＧＢＴ」と表現され、ＬＧＢＴは性的マイノリティの総称としても使われて

いることもあるが、ＬＧＢＴ以外にも、性的指向や性自認がはっきりしない人や揺れ動く人、ある

いは性的指向や性自認をもたない人もいる 

Society.5.0 

サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的

課題の解決を両立する社会 
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【 た行 】 

地域支援リーディングスタッフ 

支援教育の一層の促進を図るために府立支援学校に配置された教員のこと 

門真市リーディングチームと連携し、学校・園の支援を行う 

通級指導教室 

通級による指導（通常の学級に在籍している発達障がい等の児童・生徒に対して、個々の状況に

応じた特別の指導を特別の場で行う教育）を行う教室のこと 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） 

デジタル技術を活用して、サービスや業務、組織を変革すること 

「ともに学び、ともに育つ」教育 

障がいのある子どもを含めたすべての子どもが生活を通して仲間とつながり、支え合い、高め合

うことをめざす教育で、これまでに大阪が大切に培ってきた教育 

 

【 は行 】 

ハラスメント 

さまざまな場面で、他者に対する発言や行動が本人の意図に関係なく、相手を不快にさせたり、

尊厳を傷つけたり不利益を与えたり、脅威を与えること 

非認知能力 

ＩＱや偏差値といった数値で測れない、コミュニケーション能力・感情コントロール能力、目標

に向かって神原力などの点数化できない能力 

ビッグデータ 

膨大なデジタルデータの集積のこと。ビッグデータには文字、数字、図表、画像、音声、動画な

ど、さまざまなタイプのデータが含まれる 

ビッグデータの解析から得た知見を、マーケティングなど企業経営や新しいビジネスの創造に活

かそうという動きが活発化している 

ビブリオバトル 

複数の人で集まり、自分の好きな本について紹介し、紹介内容を聞いて最も読みたいと思った本

を投票で決定する書評会 

 

【 や行 】 

ヤングケアラー 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと 

ユニバーサルデザイン 

学習方法や教材教具等を工夫し、すべての子どもが、より分かること・できることをめざした授

業 
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【 ら行 】 

令和の日本型学校教育 

社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となってきているなか、従来の日本型学校教育を発

展させ、すべての児童生徒の可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図

る、学校教育のめざすべき姿のこと 
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２ 門真市附属機関に関する条例（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例の定めのあるものを除くほか、執行機関及び

上下水道事業管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関は、別表に定めるとおりとする。 

一部改正〔平成27年門真市条例４号・28年24号〕 

（委任） 

第２条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例の定めのあるものを除くほか、別表に規定す

る附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が定める。 

 

附 則（平成25年３月28日門真市条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第１条関係） 

 

２ 教育委員会の附属機関 

名 称 担任する事務 

門真市教育振興基本計画策定委員会 
門真市教育振興基本計画を策定するために必要な事項

についての調査審議に関する事務 
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３ 門真市附属機関に関する条例の施行に関する門真市教育

委員会規則（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例若しくは規則の定めのあるもの

を除くほか、門真市附属機関に関する条例（平成25年門真市条例第３号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 条例別表２の項に規定する附属機関（以下「附属機関」という。）の組織、委員の定数、構

成及び任期並びに庶務担当機関は、別表に定めるとおりとする。 

（委嘱又は任命） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）は、別表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから

門真市教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

２ 委員は、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長等及び副会長等）  

第４条 別表の組織の欄に掲げる会長又は委員長（以下「会長等」という。）及び副会長又は副委員

長（以下「副会長等」という。）は、委員の互選により定める。 

２ 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき又は会長等が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 副会長等を置かない附属機関において当該附属機関の会長等に事故があるとき又は会長等が

欠けたときは、会長等があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、会長等が招集し、その議長となる。ただし、

会長等が定められていないときは、門真市教育委員会が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、門真市英語教育活動事

業派遣事業者選定委員会及び門真市中学生海外派遣研修事業委託事業者選定委員会においては、

委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができないものとする。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

一部改正〔平成29年門真市教委規則４号〕 

（部会） 

第６条 会長等が必要と認めるときは、附属機関に専門的事項を分掌させるため、部会を置くこと

ができる。 

２ 前２条の規定は、部会について準用する。 

３ 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長等が定める。  

（関係者の出席等） 

第７条 附属機関は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料

の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

  



 

 
78 

 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。 

 

附 則（平成25年３月25日門真市教育委員会規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第２条―第４条関係） 

名称 組織 委員の定数 委員の構成 委員の任期 
庶務担当

機関 

門真市教育振

興基本計画策

定委員会 

委員長  

副委員長 

９人以内 (１)学識経験者 

(２)保護者の代表 

(３)門真市立学校長 

(４)門真市立学校教員 

委嘱又は任命

の日から当該

諮問に係る答

申を終了する

時まで 

教育部教 

育企画課 
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４ 門真市教育振興基本計画策定委員会 委員名簿 

 

分野 団体名・役職等 委員名 

学識経験者 
大阪教育大学 名誉教授 

関西福祉科学大学 名誉教授 
◎ 野田 文子 

学識経験者 
同志社女子大学 現代社会学部 

現代こども学科 准教授 
〇 新谷 龍太朗 

学識経験者 
平安女学院大学  

子ども教育学部 教授 
大野 順子 

保護者の代表  門真市ＰＴＡ協議会 岡林 一弘 

保護者の代表 門真市ＰＴＡ協議会 澤田 まり子 

門真市立学校長  校長代表 三村 泰久 

門真市立学校長 校長代表 鈴木 貴雄 

門真市立学校教員  教頭代表 櫻井 佳余子 

◎ 委員長  〇 副委員長 
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５ 門真市教育振興基本計画策定委員会 審議経過 

年 月 日 内 容 

 ７月16日 

第１回 門真市教育振興基本計画策定委員会 

（１）委員長・副委員長の選出 

（２）諮問 

（３）会議公開・非公開の決定 

（４）第１章 計画の策定にあたって について 

（５）第２章 門真市の教育を取り巻く状況 について 

（６）第３章 門真市の教育がめざす基本的な方向性 について 

（７）その他 

 ９月16日 

第２回 門真市教育振興基本計画策定委員会 

（１）前回会議の振り返りについて 

（２）第１章から第３章の修正案について 

（３）第４章「今後５年間に取り組む施策」について 

（４）その他  

 11月17日 第３回 門真市教育振興基本計画策定委員会 

令和８年 ２月９日 第４回 門真市教育振興基本計画策定委員会 
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６ 諮問書 
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７ 答申書 
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